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フ
ラ
ン
ス
公
法
最
近
文
献
覚
え
書
き
(
一
九
七
八
i
一
九
七
九
)

日

次

て
ま
え
お
き

二
、
政
治
・
公
法
制
度
を
め
ぐ
っ
て

三
、
官
僚
制
・
行
政
学
・
地
方
自
治
に
つ
い
て

四
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
・
国
際
関
係
・
軍
縮
に
つ
い
て

五
、
比
較
法
・
法
哲
学
・
日
本
研
究
に
つ
い
て

六
、
憲
法
概
説
書
に
つ
い
て

七
、
憲
法
院
に
つ
い
て

入
、
韮
本
的
人
権
に
つ
い
て

九
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
歴
史
に
つ
い
て

J

・
ネ
レ
教
授
「
一
九
四
五
年
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
」

深

瀬

忠

中

本す

男

H圭

一、

お

え

き

ま

前
年
に
引
き
続
き
、
一
九
七
八
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
筆
者
が
入
手
し

え
た
フ
ラ
ン
ス
公
法
関
係
最
近
文
献
を
、
取
り
急
ぎ
編
集
し
て
、
簡
単
に
紹

介
し
、
若
干
の
感
想
も
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
覚
え
書
き
の
趣
旨
は
、

四
回
前
の
「
覚
え
書
言
」
「
序
」
に
述
べ
た
(
本
誌
二
五
巻
四
号
一
四
九
|
一

瓦

O
頁
)
と
お
り
で
あ
る
が
、
体
系
的
・
網
羅
的
叙
述
と
い
う
に
は
程
遠
い

う
ら
み
は
此
度
も
変
ら
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
法
研
究
を

め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
傾
向
や
注
目
す
べ
き
文
献
に
つ
い
て
、
新
し
い
視
点
や

資
料
を
提
供
し
う
る
v
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
わ
が
図
に
お
け
る
同
学

北法30(4・153)835



キヰ

諸
氏
と
の
協
力
の
た
め
に
、
何
ら
か
の
お
役
に
立
て
ば
卒
で
あ
る
。

な
お
、
本
年
は
(
一
九
七
九
年
一
一
月
二
ハ

l
二
六
日
)
、
筆
者
(
深
瀬
)

資

の
パ
リ
で
の
恩
師
G
・
ヴ
デ
ル
部
長
(
パ
リ
大
学
法
経
社
会
学
部
名
誉
部
長
)

の
文
化
使
節
と
し
て
の
訪
日
を
迎
え
て
、
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
(
受
け
入

れ
責
任
者
、
野
田
良
之
、
山
口
俊
夫
教
授
に
色
々
配
慮
い
た
だ
い
た
)
。
同
教

授
の
講
演
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁
判
官
の
役
割
」
(
以
下
「
行
政
裁

判
官
」
と
い
う
。

一
一
月
一
九
日
、
於
河
中
財
団
)
、
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
四

半
世
紀
来
の
変
貌
」
(
以
下
「
社
会
の
変
貌
」
と
い
う
。
一
一
月
二

O
日、

ウ

1
ゲ

w
-グ
ユ

9
ヂ
イ
タ

於
日
仏
会
館
)
、
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
憲
法
院
の
法
的
業
綴
」
(
以
下
「
滋

一
一
月
二
一
日
、
於
東
大
法
学
部
。
九
大
に
も
送
ら
れ
て

法
院
」
と
い
う
。

い
た
講
演
原
稿
は
近
藤
昭
三
教
授
の
好
意
に
よ
り
コ
ピ

i
入
手
)
は
い
ず
れ

の
テ
!
?
に
つ
い
て
も
そ
の
全
貌
を
知
る
に
絶
好
の
講
演
で
あ
り
、
明
快
で

合
蓄
と
示
唆
に
富
む
大
家
の
論
稿
で
あ
っ
て
、
そ
の
翻
訳
・
公
刊
を
待
ち
た

い
と
思
う
。
小
稿
で
は
、
関
連
部
分
で
若
干
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
史
家
J
・
ネ
レ
教
授
を
北
大
に
も
迎
え
た
が
(
名

大
を
は
じ
め
と
し
九
大
も
訪
問
)
、
法
学
部
で
は
「
一
九
四
五
年
以
後
の
フ

ラ
ン
ス
」
と
題
し
講
演
さ
れ
た
(
六
月
一
日
)
。

日
仏
文
化
交
流
記
事
お
よ

び
社
会
史
研
究
入
門
と
し
て
参
考
に
な
る
と
思
う
の
で
、
小
稿
に
全
訳
を
組

み
入
れ
、
同
教
授
推
薦
の
参
考
文
献
も
付
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

ム
ヰ
覚
え
書
き
も
中
村
教
授
(
六
、
七
、
八
)
と
共
同
執
筆
で
あ
る
こ
と
例

年
の
通
り
で
あ
る
。

二
、
政
治
・
公
法
制
度
を
め
ぐ
っ
て

次
掲
、
議
院
制
に
か
ん
す
る
コ
リ
ア
ー
ル
文
献
が
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る

が
、
世
界
の
政
治
制
度
の
分
類
や
君
主
制
と
共
和
制
の
区
別
に
つ
い
て
、
本

格
的
再
検
討
の
た
め
の
新
し
い
研
究
が
生
れ
つ
つ
あ
り
、
第
五
共
和
制
研
究

が
着
実
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。

。
。
}
}
同
白

E
G
Sロ
わ
}
白
ロ
仏
而
)
・
門
町
田
町
恥
間
四
日
間
的
苦
ユ
町
田
町
ロ
丹
両
国
門
司
出
向
。
口
-

g
g℃
O
H
田
区
少
℃
お
聞
耳
凹

L
O
U
H
W
C
ロ
含
片
岡
C
ロ

Z
m片F
C
ロ
色
。
島
町
田

ω
n目。ロ
nmω

司
c
z
t
A
E
O
F
H匂
叶
∞
・

ω町
宮
司

ア
グ

νジ
エ

「
現
代
諸
議
院
制
」
は
、
新
鋭
公
法
学
資
格
教
授
J
・
C
-
コ
リ
ア
ー
ル

の
重
要
文
献
で
あ
る
。
第
一
篇
・
制
度
的
・
政
治
的
枠
組
み
(
国
首
、
政
府
、

フ
オ
か
ミ
ユ

1
ρ
・
グ
ペ
ル
ヌ
マ

y
p
h
p

議
会
、
政
党
制
)
、
第
二
篇
・
政
府
の
形
成
(
政
府
形
態
の
選
択
、

大
臣
の
選
定
と
政
府
の
構
成
)
、
第
三
篇
・
政
府
の
存
続
と

首
相
の
選
任
、

終
吾
何
(
議
会
政
派
と
そ
の
規
律
、
多
数
派
の
存
続
の
諸
形
態
、
多
数
派
の
議

会
に
お
け
る
役
割
、
政
府
の
終
駕
〉

結
論
の
順
で
検
討
し
て
い
る
。

四
五
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
期
間
に
、
世
界
の
二

O
の
議
会
制
民
主
主
義
国

の
政
治
制
度
例
の
一
八
七
の
議
会
選
挙
と
一
二
三
一
一
の
政
府
に
つ
い
て
の
比
較

的
・
実
証
(
統
計
)
的
研
究
の
結
果
、
新
議
院
制
論
を
定
式
化
し
て
い
る
と
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」
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

ヂ
ユ
ア
リ
ス
ト

結
論
に
お
い
て
、
議
院
制
の
二
元
主
義
(
エ
ス
マ
ン
、
デ
ュ
ギ

l
、
オ

l

リ
ウ
)
と
一
元
主
義
(
カ
レ

l

・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
)
を
対
比
し
つ
つ
、
前

時
代
の
議
会
優
位
の
権
力
統
一
制
か
現
代
に
お
い
て
は
政
府
優
位
の
そ
れ
に

転
換
し
、
前
世
紀
後
半
の
パ
ジ
ヨ
ッ
ト
の
定
式
「
議
院
の
執
行
委
員
会
」
と

ブラ γス公法最近文献覚え書き(1978ー 1979)

逆
に
む
し
ろ
「
内
調
の
立
法
部
委
員
会
」
と
な
っ
た
と
い
う
理
解
を
前
提

マ
ジ
ヨ
リ
テ

bw
コ
ネ
サ

Y
ス

に
、
議
会
の
役
割
は
、
「
多
数
を
承
認
す
る
場
」
で
あ
る
こ
と
と
政
府
の
形

成
・
存
続
・
活
動
・
終
震
に
と
り
「
参
照
の
要
素
」
と
な
る
こ
と
を
挙
げ

る
。
そ
し
て
、
議
院
制
の
多
く
が
政
治
的
安
定
性
を
示
し
て
い
る
つ
七
一

立
法
期
の
う
ち
五

O
%が
単
一
の
政
府
を
も
っ
)
こ
と
を
指
摘
、

「
多
数
派
支
持
議
会
制
」
の
概
念
に
代
え
「
構
造
化
し
安
定
化
し
た
議
会
制
」

い
わ
ゆ
る

宮
ユ
∞
E
S
E吋
岡
田
ヨ

o
a
z
n昨
日
品
目
閉
仲
田

r--zb
の
そ
れ
を
も
っ
て
す
る
(
構
造

グ
ル
?
デ
・
ヂ
イ

γ
デ
叫
ヲ
ネ

化
し
た
と
は
、
規
律
あ
る
政
派
が
基
本
的
役
割
を
果
す
こ
と
を
指
し
、
安
定

化
し
た
と
は
、
政
党
制
が
交
互
の
多
数
派
の
交
替
を
保
障
す
る
か
全
立
法
期

継
続
す
る
安
定
し
た
同
盟
の
協
定
を
実
行
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
〉
。
そ
し
て

コ
ν
グ
チ
プ

-
a
r
ν
J
y
d
p
y
u
v
エ
W

世
界
の
議
院
制
の
タ
イ
プ
を
、
「
大
統
領
制
的
矯
正
策
」
を
こ
う
じ
た
議
院

制
(
国
首
に
重
大
な
役
割
を
与
え
る
、

ν
d
V
1
ム
・
ス
ミ
・
デ

ν
d
'
r
y
y
ェ

和
制
が
そ
の
例
っ
「
半
大
統
領
制
」
と
い
う
誌
を
避
け
て
い
る
)
と
、

フ
ィ
ン
ラ

γ
ド
や
フ
ラ
ン
ス
第
五
共

そ
の

他
の
一
一
五
主
義
諸
議
院
制
を
、
構
造
化
と
安
定
化
か
否
か
と
い
う
基
準
で
、

純一元

軒野引中間形態|構造化されている

三日ト
1ヤ，西ドイツ，オ

ダ，スェーデ、

義主
告リ院議諸

本日
ブラシス

した安定化
第5共和制

ベノレギー， リュクサ

γプーノレ，イスラエ

ノレ， オラ γダ

ブラ γ ス

第4共和制

プィ γ

ラγ ド
安定化していない

北法30(4・155)837
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表
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
(
前
頁
参
照
)
。

資

コ
リ
ア
ー
ル
の
現
代
議
院
制
の
新
理
論
は
、
今
世
紀
の
代
表
的
議
院
制
論

パ
ル
hw
マ
ン

E
P
U
ス
ム
・

の
一
つ
の
総
括
で
あ
り
優
れ
た
基
準
の
提
示
と
い
え
よ
う
。
「
合
理
化
さ
れ

ヲ
U
V

オ
ナ
リ
ゼ

た
議
会
制
」
論
が
、
制
度
技
術
の
演
末
に
こ
だ
わ
り
「
政
党
制
」
の
あ
り
方

に
注
意
を
払
わ
な
い
な
ら
そ
れ
は
「
幻
想
」
に
終
ろ
う
と
い
う
指
摘
も
説
得

力
を
も
っ
。
日
本
の
議
院
制
の
位
置
づ
け
も
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
と
い
え

ょ
う
(
機
軸
と
な
る
政
党

H
自
民
党
が
「
構
造
化
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
結

束
力
が
内
部
の
派
閥
抗
争
に
よ
り
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
政
府
は
「
安

定
化
」
し
て
い
る
)
。
本
書
の
書
-
評

(
0・
宮
m
E
P
河・

0目

HV-L申
叶
甲
田
0
・
r
司・

∞凶
N
U
N
S
が
、
議
院
制
文
献
の
「
古
典
」
と
し
て
長
く
残
る
だ
ろ
う
と
し
て

い
る
高
い
評
価
も
、
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
あ
る
ま
い
。

回
目
σ
E
B
Q・
)
咽
出
回
目

g
q
u
a
吋

H
8
2
(
Y
H
Y
列
企

5
0
E
2
-
m

H
M
R
r
B
o
z
-
2
2ロ
B
R
S
F
H由吋∞
e

N
院
予
も
参
照
さ
れ
て
よ
か
ろ
う

(
書
評
、
閉
山
・
。
・

MM・
-
H
由
叶
坦
ロ
0
・
y
司
-
s
o
l
ω
N
H
〉
。

ロ向
C
巳
5
(
m
F口町
H
R
e
-
F
O
匂
円
A
W

巴
ι。
ロ
江
巳
U
S
0
2
z
n
-
E包
酌
口
同
門
戸

D
ロ

号
ω
広
告
白

2
匂
D
Z
H
5
5
w
p
円、.。
-
U・』・・

5
叶
∞
-
口
、
l
ω
∞
由
匂
・

「
大
統
領
主
義
と
政
治
制
度
の
分
類
」
は
、
伝
統
的
な
大
統
領
制
と
-
議
院

制
の
二
分
論
に
対
す
る
根
本
的
1

1
法
理
論
的
・
実
際
的
|
|
な
批
判
の
書

で
あ
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
の
「
大
統
領
主
義
」
諸
政

治
制
度
の
比
較
研
究
が
素
材
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

論
、
第
一
篇
・
大
統
領
主
義
と
大
統
領
制
モ
デ
ル
の
変
形
〈
第
一
部
・
執
行

府
の
長
と
し
て
の
大
統
領
の
独
立
性
を
強
化
し
う
る
諸
変
形
、
第
二
部
・
大

統
領
に
よ
る
議
院
の
支
配
、
第
三
部
・
大
統
領
主
義
モ
デ
ル
の
不
在
〉
に
つ

い
て
検
討
、
第
二
篇
・
大
統
領
主
義
と
議
院
制
そ
デ
ル
の
排
除
(
第
一
部
・

大
統
領
主
義
的
諸
制
度
と
議
院
制
の
古
典
的
基
準
〈
分
類
の
欠
陥
〉
、
第
二

部
-
大
統
領
主
義
諸
制
度
と
大
統
領
制
の
古
典
的
基
準
〈
不
十
分
な
法
的
分

析
の
結
果
と
し
て
の
分
類
の
限
界
〉
、
第
三
部
・
古
典
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
不

適
格
性
八
政
治
的
お
よ
び
法
律
的
諸
契
機
の
問
の
相
互
影
響
関
係
〉
〉
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
。
「
大
統
領
主
義
」
と
は
何
か
の
問
題
の
立
ち
入
っ
た

考
察
を
通
じ
て
、
大
統
領
制
と
議
院
制
の
古
典
的
分
類
に
対
す
る
再
検
討
の

書
と
し
て
参
照
に
値
い
す
る
。

戸
内
凶
}
己
目
芯
円
。

(EOHHO)
え

り

OBHnr己
〈
〉
ロ
門
目
み
)
-
F
2
広
岡
山
田
2

宮ユ。
B
B
S円
円
白

ω
2
5
1
8
p
司

Z
-
m，
L
W
E
・
5
吋∞¥吋ミ

MM・

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
議
院
制
」
は

一
九
六
六
年
の
第
一
版
を
増
補
し
ア

ッ
プ
・
ツ
ゥ

l

・
デ
l
ト
な
も
の
と
し
た
好
著
。
英
、
(
西
)
独
、
伊
お
よ
び

ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
・
ベ
ル
ギ
ー
-
オ
ラ
ン
ダ
諸
小
国
の
各
議
院
制
を

的
・
社
会
学
的
に
歴
史
的
形
成
、
政
治
的
主
役
者
達
(
政
党
)
、
政
治
的
ゲ
ー

ム
の
規
則
(
憲
法
と
立
法
・
執
行
権
)
、
政
治
的
ゲ

l
ム
(
選
挙
と
議
会
運
営
) 序

北法30(4・156)838
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に
つ
い
て
、
比
較
検
討
し
て
い
る
。

Homg口。
2
M
(切
。
ロ
由
一
昨
〉
噌
同
)
円

D
X
n
G口
由
巳
宮
内
芯
出
口
町

}
2
5
ω
同日

z
t
oロ
ω

M
U
G
-
x
E
C
2・
日
生
ニ
む
と
-oN(
云
b
g
g
g
m
)咽

z
a
-
ω
∞H
目

ν

「
憲
法
お
よ
び
政
治
制
度
」
の
、
ジ
ャ
ノ

I
教
授
(
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学

部
長
を
経
て
、
同
大
学
長
も
勤
め
た
。
筆
者
と
一
二
年
来
の
親
友
)
厨
有
の

平
明
か
つ
示
唆
的
な
教
科
書
の
第
五
版
。
日
本
の
政
治
制
度
も
「
多
党
制
」

の
一
例
(
一
一
二
九

l
一
一
一
一
一
一
一
頁
)
と
し
て
イ
タ
リ
ヤ
と
と
も
に
触
れ
ら
れ
て

い
る
(
筆
者
の
一
九
七
八
年
三
月
の
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
で
の
講
演
も
参

プランス公法最近文献覚え書き(1978- 1979) 

考
に
さ
れ
た
由
)
。

y
p
g
(盟
会
。
吋
)
噌
叫
目
的

Z
B
Z合
同

区

ア

吋

O
H
H
3
2
ι
。

n
C
E
S
S
明
白
円

]
曲
目
】

5
2
0口
四
日
ロ

2
-
z
t
oロ
ロ
己
-
巾
仏
刊
芯
〈
。

HNA印
刷
》
己
主
五
ロ

P
H
L
m
o
c
n
E・

5
0目
g
t
cロ
司

E
ロ
s
u
o
-
(
y
z・日
μ
・

ω・
・
]
戸
由
、
吋
∞
岨
品

ω罰
百
・

「
第
五
共
和
制
の
制
度
的
実
際
に
か
ん
す
る
条
文
と
資
料
集
」
は
、
基
礎

的
関
連
資
料
を
全
面
的
に
網
羅
し
て
お
り
、
正
確
・
詳
細
・
至
便
で
あ
る
。

ロ2
r
o同
問
(
同

)C自
由
ロ

5
5
)・
F
4ロ
m昨
日
立
邑

Oロ

L
O
E
B
Cロ
白
吋

ny目。

E
ロ

ω

-um団
司
門
広
仏

o
-仰
ぐ
。
閉
山
恥
旬

Er--門戸口
P
円
、

.
C・
O
・

-
e
H由吋
wmyωMWOHV-

「
第
五
共
和
制
の
精
神
に
お
け
る
君
主
制
」
は
、
第
一
篇
・
正
当
性
と
権

力
、
第
二
篇
・
大
権
、
第
三
篇
・
諸
権
力
の
行
使
〈
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
と
フ

ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
比
較
)
を
検
討
し
て
い
る
が
、
君
主
制
の
意
義
を

ュ

=

テ

ス

タ

ピ

リ

テ

ロ

ヲ

イ

ヨ

1
テ

「
統
一
性
」
(
「
安
定
性
」
と
も
名
付
け
る
)
に
見
出
し
、
王
制
と
一
応
区
別

宅
ナ
P
M
V
1

・νピ
プ
同
リ
ケ

teF

し
て
考
え
て
い
る
が
、
結
局
、
第
五
共
和
制
が
「
共
和
的
君
主
制
」
(
デ
ュ

ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
一
九
七
四
年
文
献
参
照
。
本
誌
、
二
六
巻
四
号
一
七
五

i
一

七
七
頁
)
と
い
わ
れ
る
君
主
制
と
共
和
制
の
二
元
主
義
で
あ
る
が
、
君
主
制

を
徹
底
し
て
一
一
万
化
す
る
(
大
統
領
職
を
「
王
制
化
」
す
る
。
三

O
九
頁
)

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
U

論
旨
の
真
意
を
筆
者
も
十
分
つ
か
め
な
い
で
い
る

が
(
こ
の
穫
文
献
で
、

指
導
教
授
の
「
序
文
」
が
な
い
の
も
珍
し
い
て

主
制
(
王
制
)
と
共
和
制
の
問
題
や
区
別
を
改
め
て
考
え
る
た
め
の
参
考
文

献
に
は
な
り
そ
う
で
あ
る
。

切
昂
ロ
門
凶

F
H
(列
企
ロ
叩
回
目

E
Y
同内山口問附
W
O
門
司
冊
。
立
タ
旬
。
巧

R
R
M円
山
岳
町
同
国

ω守

門同

m
E
O
H
D
E
F
-
C
E〈一山吋
ω
-
q
c向
。

ω-F向
。
吋
ロ
宮
司

B
m
p
切

2
r
o
r
uコ
戸
市
町
、
吋
∞
-

℃

由

申

N
・

「
国
壬
一
か
人
民
か
|
|
権
力
と
支
配
の
委
任
」
は
、
中
世
か
ら
近
世
・
近

代
(
そ
し
て
現
代
的
苦
悩
)
に
か
け
、
英
仏
独
日
露
の
君
主
制
の
権
威
の
基

盤
と
効
用
に
つ
い
て
の
変
遷
を
辿
る
|
|
「
近
代
化
」
な
い
し
「
国
民
国
家

建
設
」
の
i
1
l
壮
大
た
比
較
的
・
総
合
的
研
究
で
あ
り
、
示
唆
に
富
む
。

F
Z
巴
σ円
三

c
g
r
k
u
g
H
2
2
仏

0
7向
田

3

5吋
∞
-
同
州

2
'
m，同・

ωn-Hvo---

H
由
叶
∞
‘
ロ
0
・由・

ご
九
七
八
年
三
月
の
立
法
部
選
挙
」
は
、
国
民
議
会
総
選
挙
に
つ
い
て 君
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e

本
P
1

の
政
治
学
文
献
と
し
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。

州
内

mFロ(』
E
ロa
明円出口
AU3印
)
・
。
ロ
℃
HOロ
R
H
-
2
B
m
H
H
H
2
2
0
D
H
o
g
s
-

資

5
3
2
Y
C
S
E
a
-
N
ω
叶
匂
・
「
同
じ
こ
と
ば
か
り
や
っ
た
、
そ
し
て
ま
た
や

り
直
す
の
か
?
」
。

HNO百
円

(THE-云
片
}HOC-
〉

F

B
自己
P
H
O
-
-
L
E
H
-
(
U
Y
H
Cロ
E
E
O
《】ロ

同和関口。

LO
〈
巳
bHU刊の』
ω
E
-
L一円
H
w
m
S
E
m
-
-・(U・
ω
M
g
c
m
p
S吋
m
W
A
H
m
w
C

匂・

「
二
つ
:
・
の
仕
方
で
。
ヴ
ア
レ
リ
l

・
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
の
君
臨
の

年
代
誌
」
、
ら
も
自
に
つ
い
た
。

、
官
僚
制
・
行
政
学
・
地
方
自
治
に
つ
レ
て

E
-
N
-
A
を
め
ぐ
る
実
証
的
研
究
を
加
え
た
ほ
か
、
行
政
学
が
進
み
つ

つ
あ
り
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
の
新
し
い
研
究
が
出
て
き
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。

同ハ
g
凹
-
2
(富
良
E'(UYコ
丘
一
ロ
巾
)"Hh同
司
C口
氏
』
己
め
《
H
m
V
Y
E
H
g
Fロ
2
5ロ

同)
E
Z
-
A
E
P
阿

vzmmoω
内

-o-m
明。ロ牛州注目。ロ

Z
己
芯
ロ
丘
町
己
2
ω
ロぽロ円
2

MMG--昨
日

A
E命
日
w

]

戸市W
吋
∞
-
凶

H
H〈
-
u
c
o
司・

エコ
1
h
w
・
ナ
V
オ
ナ
作
・

一
九
四
五
年
に
国
立
行
政

「
高
級
官
僚
制
に
つ
い
て
の
政
治
」
は
、

〆v==λva7HvsdJ

研
修
所
が
設
立
さ
れ
た
趣
旨
、
ま
た
こ
の

E
-
N
・
A
が
其
後
如
何
な

る
変
化
、
と
く
に
一
九
六
八
年
以
降
の
変
化
を
経
て
き
た
か
を
歴
史
的
に
、

か
つ
フ
ラ
ン
ス
高
級
行
政
を
め
ぐ
る
政
治
、
ま
た
社
会
全
体
と
の
関
連
に
お

い
て
、
全
面
的
に
再
検
討
を
試
み
た
基
本
的
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。

回

o
e
m
z己
(
』
め
白
ロ
'HLEn)・
円
、
町
田
同
Dn-oロ回

b-b〈
巾
師
会
凶
]
同
・

2
・
〉
-
-

H
V
2
2
2
r
r
Hり
0口
L
a芯ロ

Z
え
HOE-。
L
g
ω
己
g
円。
ω
同VC】E
A
5
9

]戸市町斗∞
.
N
叶H

同}・

「
エ
ナ
(
国
立
行
政
研
修
所
)
の
卒
業
生
達
」
は
、
彼
ら
の
フ
ラ
ン
ス
高

級
行
政
へ
の
惨
透
過
程
と
構
造
と
役
割
の
政
治
・
行
政
社
会
学
的
文
献
と
し

て
ま
と
ま
っ
た
好
著
で
あ
る
。

な
お
、
わ
が
国
で
は
、

E
-
N
・
A
に
つ
い
て
鈴
木
和
晋
氏
の
最
新
状
況

の
紹
介
。
か
あ
り
、
有
益
で
あ
る
(
同
氏
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
級
官
僚
養
成
の
秘

密
l
E
N
A
の
特
色
を
み
る

i
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
一
九
七
九
・
-

一
二
、
五
六
l
六
一
一
具
、
問
、
フ
ラ

γ
ス
国
立
行
政
学
院

(
E
N
A
)
プ
ヲ

γ

院
長
の
来
日
に
つ
い
て
、
人
事
院
月
報
一
九
七
九
・
J

ハ
・
一
、

一
八

1
二
二

頁
。
問
、

E
N
A
の
教
育
制
度
I
-
H
・
皿
、
同
月
報
、

一
九
七
七
年
一

O

ー
一
二
月
号
参
照
)
。

HMB--o(のめ己同問
2
)噌
切
口
円
。
由
巳
己
主
E
『『白ロ自己凹
P
F
u
Z
2
5
b
p
F
U
3
p

]戸市町叶∞-]戸∞]戸間}・

「
フ
ラ
ン
ス
官
僚
制
」
は
、
啓
蒙
的
小
著
。

ま
た
大
統
領
側
近
に
つ
い
て
「
2
Z
B
B
E
仏己

p
b包
号
巳
を
特
集
し
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た

Z
D
E
2
-
c
Z
2
4
2
2ア
ω
i
m
v
y
-
-
}
2
5吋
少
匂
・

ωHIω
∞
が
面
白
い
。

町
田
言
。

(
E
R門町)噌

ω口
同
ロ
ロ
巾

b
z
ι
m
m
B
-
M
F円山内出口町与
m
g
n
-同日目。

色町仲間。
m
g
g
同『同ロ
Aumup
月・司・

ω・勺・・

Hmv叶∞
-
D
0・
hf-u・
]FCmwωlHHHC

「
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
階
級
に
つ
い
て
の
経
験
的
研
究
に
つ
い
て
」
は
、
文

献
解
説
と
し
て
参
考
に
な
る
(
本
誌
二
九
巻
二
号
一
九
七

l
一
九
八
頁
参

プラ γス公法最近文献覚え書きく1978- 1979) 

(い

rods--FO円(』
m
n
A
E
m
W
C
2
F
C∞口
}Mmr(同)mwロ即位。
)
u
ω
2
0ロ
円
。
目
ι
B
T

E
伊丹
g
z
z
L
O
B
σ

戸

Hkw〉仏
g
g
u
z
m
t
oロ
2
B
H
H
E
C門担問口広伊丹即日ロ
2

4
2
p
g。
与
が
ロ
昨
日
O
F
F
・
。
-
U
-
H・
5
吋∞-由由叶也・

「
行
政
学
、
第
二
巻
・
組
織
と
行
動
体
系
と
し
て
の
行
政
」
は
、
筆
者
が

前
凶
(
本
誌
二
九
巻
二
号
一
九
八
頁
)
「
行
政
学
の
分
野
で
の
特
記
す
べ
き

本
格
的
文
献
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
と
し
て
者
名
を
紹
介
し
た
第
一
巻
(
「
行

政
学
、
行
政
制
度
の
一
般
理
論
」
)
に
続
く
第
二
巻
と
し
て
完
結
し
た
。
「
組

織
お
よ
び
行
動
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
行
政
」
を
詳
論
し
て
い
る
。

E
E
E
G
o
s
-富
良
芯
)
-
?
"
盟
主

2

r印

no--
。2
2伊丹念

-onprp

F
釦
芯
目
U
2
t
t
oロ
仏
2
2
H
H
G
a
m窓口
nom-Hh・
の
・
ロ
ア

SJ可∞
-
E
O
H
V

「
国
と
地
方
公
共
団
体
、
権
限
の
配
分
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
の

テ
1
7
に
関
す
る
新
し
い
基
本
的
文
献
と
い
え
よ
う
。
内
容
篇
別
は
、
序

セ
パ
ヲ
M
V

オ
ン
・
デ

-
z
y
ペ
F

Y

X

論
、
第
一
篇
・
権
限
分
立
の
伝
統
的
原
則
ハ
第
一
部
・
原
則
の
内
容
、

第
二
部
・
分
立
原
則
の
相
対
性
)
、
第
二
篇
・
権
限
配
分
の
新
原
則
の
探
究

3
4
Z

ル

ヂ

ィ

、

ナ

シ

オ

ン

オ

u
F
Y
ア
Y
オ
ン

(
第
二
郎
・
調
整
の
原
則
、
第
二
部
・
協
同
の
原
則
)
、
結
論
に
区
分
し
た
詳

細
な
大
著
で
あ
る
。
結
局
、
国
と
地
方
と
の
間
の
権
限
の
、

旧
い
「
分
立
」

原
則
か
ら
新
し
い
「
調
整
」
「
協
同
原
則
」
へ
の
転
換
の
必
要
性
を
論
じ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
権
限
分
配
は
常
に
再
編
成
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

日
山
知
配
制
〕
と
は
一
種
の
「
他

ud.h.UHィ
白
紙
祁
」
で
あ
っ
て
、
地
方

公
共
団
体
の
国
家
内
で
の
位
置
づ
け
と
い
う
「
政
治
哲
学
」
的
問
題
で
あ

り
、
単
な
る
法
技
術
的
問
題
で
は
な
い
こ
と
、
と
く
に
国
家
と
地
方
公
共
団

体
と
の
財
政
的
関
係
に
つ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
「
自
立
」
が
問
題
だ

，
ペ
ル
テ
・
ド
・
リ
ヨ
テ
イ
リ
ザ
グ
オ

y

と
い
う
よ
り
は
財
源
の
「
自
由
な
行
使
の
保
障
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
財
政
関
係
の
恨
本
的
修
正
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

(
l
、

v
a
v
V
オ
d
J

・ru〆
W

凶
の
補
助
金
を
全
面
的
に
廃
止
し
、
一
括
譲
与
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
自

由
に
使
用
す
る
。

2
、
地
方
公
共
団
体
の
「
自
由
に
同
意
」
し
「
均
衡
の
と

れ
た
」
参
加
を
維
持
す
る
。

3
、
地
方
公
共
団
体
の
財
源
を
国
税
中
か
ら
移

管
し
、
国
税
と
地
方
税
に
有
利
な
よ
う
に
改
編
す
る
)
。

。
円
品
目
目
。
ロ
(
虫
昂
円
円
。
)
・

HhOH】
CC〈
CF円
HUιrfrhr同
一
円
山
口
。
.
回
己
古
田
口
口
同
巳
2

2
ロ
D
S
E
E
L
ω
ロ
ω
]叩

m
U
3
5
g
m
司

O
E
E
Cめ
同
門
凶
ロ
2
2・
ωoc---
匂

m凶『
2
・

品吋∞

MV「
周
辺
権
力

l
lフ
ラ
ン
ス
政
治
体
制
に
お
け
る
官
僚
達
と
名
望
家
達
」
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は
、
中
央
集
権
と
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
政
治
社
会
学
書
と
し
て
注
目
さ
れ
て

よ
い
。

資

な
お
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
教
育
は
何
処
へ
行
く
」
ピ
玄

g含
E
E
-

5
I
N
N

ロ
od戸
巴
吋
唱
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。

四

ヨ
I
ロ
ヴ
バ
共
同
体
・
国
際
関
係
・
軍
縮

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
前
回
、
前
々
固
に
指
摘

し
た
(
二
九
巻
二
号
一
九
九
頁
、
二
八
巻
二
号
一

O
四
頁
)
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
年
〈
一
九
七
九
年
六
月
一

O
日
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
議
会
の
直
接

普
通
選
挙
が
加
盟
各
国
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、

た
。
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
が
こ
れ
を
取
扱
っ
た
(
例
え
ば
、

F
m
w
ζ
g
p

y
b
r
p
-
u
l
P
5
1
5
5巳
忌
吋
叫
が
解
説
。
わ
が
国
で
も
、
毎
日
新
聞
五
月

一
つ
の
画
期
的
事
件
だ
っ

二
一
一
日
か
ら
五
凶
述
載
「
欧
州
議
会
」
、

州
制
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
月
二
九
日
サ

一
附
収
論
文
等
)
が
、
啓
蒙
的
・
研
究
的
文
献
が
多
く
出
た
。
以
下
、
目
に
つ

い
た
も
の
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

筆
者
は
ヴ
デ
ル
部
長
の
講
演
「
社
会
の
変
貌
」
後
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

体
の
諸
機
関
が
継
続
的
に
機
能
す
る
こ
と
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
変
遷
に

ど
ん
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
加
盟
諸
国
の
経
済

の
諸
分
野
お
よ
び
行
政
の
指
導
者
迭
の
会
合
・
協
議
の
慣
行
の
定
着
と
、
相

互
関
の
戦
争
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
た

の
は
興
味
深
か
っ
た
。
た
だ
し
、
共
同
体
の
将
来
に
つ
い
て
は
未
だ
予
見
不

能
と
の
答
え
は
、
過
渡
期
の
現
況
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
国
際
関
係
の
視
野
や
箪
縮
へ
の
関
心
が
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と

も
感
ぜ
ら
れ
る
。
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「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
向
体
議
会
の
直
接
普
通
選
挙
」
に
つ
い
て
の
公
法
学
的

検
討
で
あ
る
。
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
回
、
。
冨

Oロ仏
OEE--
叶i
H
U
E
-
ロ

5
3
に
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
派

(
U
・
D
-
F
)
の
成
功
、
シ
ラ
ク
派

(
R
-
P
・
D
)
の
失
敗
、
全
般
的
に
左
翼
の
退
潮
を
報
ず
る
。
な
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N
ω
l
N
由
吉
三
2
5
ρ
可申・℃
-
N
也

1
2・
の
ア
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目
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目
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匂・

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
は
如
何
に
機
能
し
て
い
る
か
」
は
、
第
一
篇
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
化
過
程
、
第
二
篇
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
機
権
、
第
三
篇
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
機
構
の
決
定
過
程
、
を
簡
潔
に
説
明
し
、
全
貌
を
知
る
の
に
使
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8
・
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
『
護
民
官

的
権
力
』
」
は
、
同
議
会
の
特
質
規
定
と
し
て
面
白
い
。
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w同
》

U
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l
S∞・

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
基
本
的
人
権
」
の
問
題
は
、
ヨ
l
ロ
ッ

パ
人
権
規
約
(
欧
州
人
権
機
構
)
に
よ
る
国
際
的
人
権
保
障
の
問
題
(
野
村

敬
造
『
基
本
的
人
権
の
地
域
的
集
団
的
保
障
』
有
信
堂
(
一
九
七
五
年
〉
、

一
両
野
雄
一
『
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
』
岩
波
書
庖
(
一
九
七
七
年
)
一
九

六

l
二
七
九
頁
)
と
併
せ
て
、
注
目
さ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

回、可】「釦

(HNEげ
ぬ
ロ
印
可
町
民
C
Y
F釦
mEHnr。
。
口
明
同
開
ロ
n
o
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ω
n
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ω可
EntqMMmE同.0匂
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ロ
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F
・
c.
りし『・・]戸由、吋∞
.ω
叶日間】・

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
フ
ラ
ン
ス
の
左
翼
」
は
、
フ
ラ
ソ
ス
共
一
産
党
お
よ

び
社
会
党
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
態
度
の
批
判
的
検
討
の
書
と
し

て
、
こ
の
視
角
か
ら
の
基
本
文
献
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

NCH開
ゲ
即
日
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何
回
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HK回
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on伊
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g
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U
R
3
2
Zえ
5
5
-
P
2
H
M
-
S吋
少
閑
y
N
ω
l怠
・
「
西
暦
二

0
0
0

年
の
地
平
の
国
際
社
会
」
は

東
西
南
北
関
係
を
包
括
的
に
分
析
、
「
最
低

限
の
国
際
的
秩
序
」
方
式
を
提
唱
。
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R・
5
2
B
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5
5
a
-
同V-2-叶
ω・
「
軍
縮
の
夢
と
現
実
」
は
、
小
論
文

な
が
ら
、
軍
縮
構
想
と
そ
の
失
敗
の
現
実
の
反
省
に
基
づ
き
、

ジ

ス

カ

l

ル
-
デ
ス
タ
ン
の
寧
縮
構
想
の
「
新
し
い
展
望
」
を
評
価
す
る
好
論
文
。
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g
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「
国
際
連
合
の
特
別
会
期
l

|
軍
縮
の
火
除
確
認
か
そ
の
再
出
発
か

?
」
も
、
国
連
軍
縮
総
会
へ
の
フ
ラ
ン
ス
の
見
方
が
わ
か
り
、
興
味
深
い
。

な
お
、

S
A
L
T
E
-
m
に
つ
い
て
、

HhσY向。ロ門目。
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に
み
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円
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「
核
時
代
の
軍
拡
と
軍
縮
」
は
、
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
出
版
英
語
文
献
の
仏
訳
で
、
政
府
刊
行
物
と
な
っ

た
こ
と
が
関
心
の
程
を
う
か
が
わ
せ
る
(
邦
訳
、
ス
ト
ヅ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平

和
研
究
所
編
、
服
部
学
訳
、
核
時
代
の
軍
備
と
軍
縮
、
時
事
通
信
社
、
一
九

七
九
年
あ
り
)
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ま
た
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
対
す
る
関
心
を
示
す
も
の
と
し
て
。

資

。白円山口口同(門
U
Y
同ユ

g)岨
円
、
伶
旬
。
己

45-円
E
L
I
E
-
B
同
巴
同
開
g
g
-
d
E凹

《凶め
HM
口町回目
w
b
r
n
H
Z
ロ
【
山
内
初
日
目
}
凶
阻
止

z
-
H
o
p
∞
ニ
白
ロ

ιwロ
ロ
巾
恥
〈
D
E
C
Cロ
H

5
2
1
5芯
L
ロ

m・
o-MY・
5
叶
∞
ロ
0
・
Y
H】
凸
l

呂町・

「
ニ
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大
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選
出
以
後
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
司
法
権
。

一
九
六
八
|
一
九
七
六
年
の
間
の
進
化
の
総
括
」
は
、
「
パ
l
ガ
l
・
コ
l

ト
」
の
動
向
お
よ
び
司
法
機
構
の
問
題
を
詳
論
し
て
い
て
、
参
考
に
な
る
。
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中
国
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諸
制
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と
一
九
七
八
年
憲
法
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が
ま
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ま
っ
て
い
る
(
本
誌
二

九
巻
二
号
二

O
O頁
参
照
)
。

HWEM
同G
D
(』
ぬ

m
H
T
Y
向田円目。
)
-
H
h
o
n
o
ロ同
H
2
0

門
可
何
冨
仲
田
口
門
戸
。
〔
U
C
ロ
巴
口
内
口
同

え片岡

2
5
(【
U
0
2
ユゲ巴片山
0
ロ
伊
ロ
ロ
ゆ
件
r
k
m
D
H
目
。
仏

g
n
c
E円
D-2
同門
-
5
5ナ

ω
同
国
語
己
同
曲
。
再
昨
ロ
同
口
口
町
凶
円
ω
《回同ロ印戸内凶
ω
M
M
向
日
刊
曲
伶
ロ
〈
O
F
伶
門
目
。
《
H
t
v

〈
o-o日以唱
m・

5
。
口
同
)
・
F
-
。
-
U・
?
巴
斗
∞
・
印
印
N

同)・

「
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
国
家
の
統
制
l
|
発
展
途
上
国
に
お
け
る
行

政
的
・
財
政
的
統
制
の
理
論
へ
の
貢
献
」
は
、
国
家
の
統
制
の
問
題
性
を
と

く
に
発
展
途
上
国
に
そ
く
し
て
考
え
た
序
論
に
つ
づ
き
、
第
一
篇
で
、
発
展

途
上
国
に
お
け
る
統
制
の
モ
デ
ル
国
に
つ
い
て
分
析
(
チ
ャ
ド
、
象
牙
海
岸
、

カ
メ
ル

l
ン
、
セ
不
ガ
ル
、
エ
ジ
プ
ト
各
共
和
凶
)
、
第
二
篇
で
、
統
制
の

ポ山
W

テ

領
域
、
統
制
の
諸
態
様
、
統
制
の
意
義
に
つ
い
て
詳
論
し
た
、
体
系
的
大
著

で
あ
る
(
本
誌
二
九
巻
二
号
一
九
九
|
二

O
O頁
参
照
〉
。

回
コ
自
由
(
〉

5
2
H
)・
HLg
間

E
ロ《山田口

C
E
Eロ
窃
仏
。

z-vr己
O
田口問】}同町。

L
E

仏
円
。
伊
丹
内
丹
《
日
刊
で
開
S
F
〉
.
同
》
伶
品
。
ロ
ク

ω
b
p
w
]
{
坦叶∞
w
印叶品目
y

「
法
と
国
家
の
哲
学
の
諸
大
潮
流
」
は
、
ブ
リ
モ
教
授
(
パ
リ
第
二
大
学
)

の
主
著
の
第
三
版
(
同
教
授
に
つ
き
、
本
誌
二
八
巻
二
号
一

O
八
!
一

O
九

頁
参
照
〉
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
数
少
な
い
法
哲
学
者
の
う
ち
第
一

入
者
の
最
重
要
文
献
で
あ
る
。
世
界
の
法
と
国
家
の
哲
学
を
五
大
潮
流
に
分

け
て
概
観
す
る
壮
大
な
体
系
書
で
あ
る
。
第
一
篇
・
合
理
主
義
の
潮
流
(
ト

ミ
ス
ト
、
意
志
主
義
お
よ
び
自
然
法
主
義
哲
学
、
カ

γ
ト
哲
学
、

フオルタス・ガイスト

哲
学
お
よ
び
民
族
精
神
論
〉
、
第
二
篇
・
反
合
理
主
義
と
反
自
然
法
主
義
の

へ
l
ゲ
ル

潮
流
(
功
利
主
義
、
社
会
学
説
、
実
証
主
義
、
ヶ
ル
ゼ

γ
の
規
範
主
義
)
、

第
三
篇
・
人
間
主
義
の
潮
流
(
オ

l
リ
ウ
の
制
度
的
人
間
主
義
、
ジ
ェ
ニ
ィ

グ
ユ
リ
ス
プ
ヲ
ユ
ダ
Y

V
甲山ル

の
折
衷
的
人
間
主
義
、
超
実
証
的
人
間
主
義
、
判
例
的
人
間
主
義
、
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
l
パ
!
の
社
会
学
的
人
間
主
義
〉
、
第
四
篇
・
現
象
学
的
・
実
存

プ
タ
ジ
e
n
w
d
y
タ

的
お
よ
び
法
論
理
的
潮
流
(
法
の
現
象
学
的
ビ
ジ
ョ
ン
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

自
然
法
の
復
活
と
法
論
理
的
潮
流
、
国
家
の
実
存
主
義
的
概
念
)
、
第
五
篇

マ
ル
ク
ス
主
義
の
潮
流
(
マ
ル
ク
ス
主
義
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
)
に
、
分
説

し
て
い
る
。

北法30(4・164)846



小
稿
で
紹
介
分
析
論
評
す
る
に
は
巨
大
に
過
ぎ
る
内
容
で
あ
る
が
、
国
家

と
法
の
フ
ラ
ン
ス
法
哲
学
的
理
解
の
一
つ
の
代
表
的
大
著
と
し
て
、
基
本
的

文
献
で
あ
る
こ
と
疑
な
い
。

河
2
E
o
-
-
L
w開
Z
ι
2
0ロ
7
0
g
g
m
w間
⑦
山
断
。

7
2
-
2
巴
問
。
ロ
g
mロ
ロ
唱
の
己
山
田
-

Hμω
司

F
P
一
戸
市
叫
斗
吋
・
品
。

U1HV・

「
シ
ャ
ル
ル
・
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
へ
の
献
呈
論
文
集
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
数
少
な
い
ケ
ル
ゼ
ン
主
義
者
と
い
わ
れ
る
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
教
授
を
め
ぐ

る
論
文
集
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
。
問
教
授
の
略
歴
、
著
作
目
録
、

M
-
ワ

プラ γス公法最近文献覚え書き(J978 - 1979) 

り
ィ
ヌ
の
序
善
一
口
に
つ
づ
き
、
二
六
名
の
公
法
学
者
が
執
筆
し
て
い
る
(
第
一

篇
・
国
家
と
訟
の
理
論
・
憲
法
・
政
治
学
、
第
二
篇
・
行
政
法
・
行
政
学
、

第
三
篇
・
国
際
公
法
お
よ
び
国
際
関
係
論
)
。
興
味
深
い
論
稿
が
含
ま
れ
て

お
り
、
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
法
理
論
理
解
の
た
め
不
可
欠
の
基
礎
文
献
で
あ
る
。

近
年
フ
ラ

γ
ス
公
法
学
者
の
若
手
に
、
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
の
影
響
下
に
あ
る

公
法
学
者
が
輩
出
し
つ
つ
あ
る
(
例
え
ば
ト
ロ
ベ
ル
。
本
誌
二
五
巻
四
号
一

五
二

l
一
五
三
頁
参
照
〉
よ
う
に
思
わ
れ
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
が
フ
ラ
ン
ス

に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
、
興
味
深
い
検
討
課
題
で
あ
る
。
従
来
筆
者

は
ア
ン
ス
レ
ク
(
プ
リ
モ
上
掲
書
四
二
五
|
四
二
七
頁
参
照
)
も
ケ
ル
ゼ
ン

の
影
響
下
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
最
近
の
次
の
よ
う
な
ア
ン
ス
レ
ク
対

ト
ロ
ベ
ル
論
争
は
注
意
深
く
分
析
さ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

〉
H
H
g
o
r
r
(匂
間
三

)-HNbpwMι
口
口
∞
ロ
ユ
同
五
ロ
2
m
w
E
Z
C
円
安

L目
n
cロ
nm旬
t
cロ

r己
目
。
ロ
ぽ
ロ
ロ
O
仏

o
-
w
O
丘
円
。
」
ロ
ユ
L
5
5
y
河
口
・
同
V
4
H
由、吋∞ロ
0
・
H-HV
日

lHmVE

斗同
D
官
同
(
玄
wnro戸
)
-
F
m

電
話
g
M仏
m

g同

g
E
F
g
s
f
r
o三
一

河

小

唱。ロ
ωぬ
酔

司

mwz-
〉
g
m
m
r
F
悶・

0
・
ア

saロ
C
G
-
℃・

5
N
ω
I
H印
ω昂・

筆
者
が
嘗
て
紹
介
検
討
し
た
こ
と
の
あ
る
「
G
-
エ
ロ

l
教
授
の
法
理
論

の
特
質
」
(
本
誌
一
四
巻
二
号
一

O
一
一
.
一
二
一
一
頁
)
も
同
教
授
へ
の
ケ
ル

ゼ
ン
の
影
響
と
限
界
を
一
放
っ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
て
よ
い
。

な
お
、
筆
者
は
最
近
、

G
-
ヴ
デ
ル
部
長
の
「
行
政
法
の
憲
法
的
基
礎
」

理
論
に
対
す
る
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
教
授
の
激
烈
な
反
論
(
そ
れ
は
方
法
的
・
突

体
的
建
解
を
要
す
る
〉
を
総
合
的
に
検
討
す
る
論
文
を
書
き
始
め
た
が
(
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る

『
行
政
法
の
憲
法
的
基
礎
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て

付
」
本
誌
二
七
巻
三
・
四
合
併
号
一
八
七
|
二

O
O頁
〉
、
論
争
の
正
鵠
を

え
た
分
析
と
判
定
に
自
信
が
も
て
ぬ
こ
と
も
あ
っ
て
(
一
九
七
七

l
八
年
波

仏
〉
、
執
筆
を
中
断
し
て
い
た
。
此
度
ヴ
デ
ル
部
長
の
来
日
を
機
に
、

講
演
「
行
政
裁
判
官
」
を
聴
き
、
ま
た
こ
の
論
争
に
つ
い
て
ヴ
デ
ル
部
長
自

身
ど
う
考
え
て
い
る
か
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
岡
部
長
の
「
行
政
法
」
教
科
書

の
新
版
(
第
七
版
、
未
刊
)
の
最
初
の
二

O
頁
に
こ
の
問
題
を
詳
し
く
扱
つ

た
か
ら
、
そ
れ
を
み
ら
れ
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
(
た
だ
、
そ
の
要
点
と

し
て
、

ω行
政
法
を
国
家
と
憲
法
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
は
私
が
正

上

掲

北法30(4・165)847



料

し
い
、
③
第
四
共
和
制
下
に
お
い
て
は
私
の
説
の
通
り
で
あ
る
、
③
第
十
九

資

共
和
制
下
に
お
い
て
は

E
教
授
が
エ
ク
ザ
ク
ト
で
あ
る
。
④
た
だ
し

メ・ネ・バ
-
d
y

・プ才
1
ト

れ
は
私
の
過
ち
で
は
な
い
」
。

第
五
共
和
制
下
の
実
際
が
憲
法
規
定
と
別
な

機
能
の
仕
方
を
し
た
た
め
で
、
私
は
規
定
の
仕
方
通
り
「
ナ
イ
l
ヴ
マ

γ
」

に
解
し
た
だ
け
だ
、
と
い
う
旨
を
述
べ
ら
れ
た
)
。

長
の
来
日
は
筆
者
に
と
っ
て
じ
か
に
研
究
上
有
益
で
あ
っ
た
。

。cZロ
a
n
r・E
C
E
Bロ
田
(
ロ

Y
F
U
5
2
x
c
t
Dロ
-
B司
Amユ
と
。
白
ロ
』
S

司
2
r

こ
の
意
味
で
も
、

同
部

H
P
0・
H
J
S芯
ロ
0
・
ι・
℃
・
ロ
自
己
印
由
・
「
日
本
に
お
け
る
帝
室
制
度
」
は
、

簡
単
な
史
的
序
一
百
の
後
、
天
皇
の
憲
法
的
地
位
と
皇
族
制
度
つ
い
で
象
徴
的

に
残
さ
れ
た
天
皇
の
権
限
に
つ
い
て
論
述
し
て
お
り
、
手
堅
い
天
皇
制
度
論

で
あ
る
。
ゴ
ル
ニ
シ
ュ
氏
は
若
い
日
本
法
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
博
士
論
文

は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
政
府
の
不
平
等
条
約
改
正
問
題
を
検
討

し
た
本
格
的
研
究
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
法
研
究
の
新
世
代
の
代
表

作
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
日
本
語
を
読
み
書
き
喋
り
論
究
す
る
若
い
フ
ラ
ン

ス
法
学
者
達
が
着
々
と
育
ち
、
日
仏
法
比
較
研
究
を
進
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を

感
ず
る
。

HJuロ
ω
(同ν}
三
宅
唱
。
)
・
戸
内
山
』
白
司
D
F
匂巳国田田口
n
o
gニ
ユ
包
お
み
mFCロ
hLP

戸
0

7
向。ロ品。

rbrι
ニ

N
凸

』

EM--伶同
l
H
ω
c
b
H
H由叶由・

「
日
本
ー

l
(極
東
・

東
南
ア
ジ
ア
)
地
域
的
軍
事
国
家
へ
」
は
、
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
に
対
す
る

警
告
、
防
衛
庁
長
官
の
訪
韓
、
防
衛
白
書
の
発
表
等
に
よ
り
、
日
本
が
日
米

一「

そ

韓
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
地
域
軍
事
的
協
同
体
制
を
強
化
す
る
傾
き

ロ
1
h
F

・v-ス
タ
ピ
リ
ザ
ト
ウ
1
P

を
も
ち
(
一
般
的
に
は
、
日
本
が
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
定
化
の
役
割
」
を

果
そ
う
と
し
て
い
る
)
、
防
衛
費
G
N
P
一
%
以
内
に
と
い
う
「
敷
居
」
(
「
平

和
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
」
)
が
こ
え
ら
れ
る
か
に
み
え
る
こ
と
に
危
倶
を
表
明

し
て
い
る
。

MMCロ
叩
(
司
r---司唱。
y
F
O
』
2ucロ
・
円
、
。
守
円
。
ロ
L
o
r
b
r
Lよ
日
∞
-
∞
l]広・

]5l

N
H

ロO
〈冊目
σ
5
5叶
∞
・
が
、
日
本
の
自
衛
隊
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
最

近
の
社
会
的
変
動
に
つ
い
て
の
全
一
面
的
な
分
析
を
し
て
い
る

(
情
報
化
社

会
、
社
会
的
動
揺
と
弊
害
、
労
使
関
係
の
特
異
性
)
。

工
、
‘
工
、
判
剖
、
0

47
み
μ
ナ
d

、
刀
広
務

L

ぉ、

K
D
D
事
件
も
同
記
者
、
が
報
じ
て
い
る

(-zp
邑
ロ
O
〈
・
印
伝
乙
。

〈
広
(
宮
-nroo--[g
同】虫色
ω
2
-
w
O
H司円。
a
-
Dロ
同
Mo--巴
』
口
。
仏
ぬ
芯

S
E
A
m昨
b
y
H
M
D口白山曲。
-
V
向。ロハ】向的〉∞
5
2
A
E
2・ロ。・∞
-
E
S円
お
芯
iHU叶∞-

同v
・品
N

叶
1
8品
・
「
日
本
社
会
の
政
治
的
表
現
と
政
党
」
を
論
ず
る
。

〈
広
(
宮
-
Y
H
h
g
b
r
n
t
oロ
ω
四品ロ
b
s
-
2
【
宮
町

L
A
m
E
B
r
E
]戸由、吋
my

玄
C
E
g
〉
ω
-
E
S
E
o
p
ロ0
・申
1
5・
間
三
口
t
H
H
G
F
A
F
b
S
3・
匂
・
申
印
1
1
5品・

「
一
九
七
六
年
二
一
月
五
日
の
総
選
挙
」
の
紹
介
。

ω
E問
。
。
同
(
の
宮
町
田
S
Z
O
H
)・
』
白
句
。
ロ
い
宮
a
g
L
o
t
n
E
8
2
H
O
E
-

氏。ロ
ω
z
bユ
2
5
p
り
え
-
Z巳・
λ
b
Z
F
R
S
忍

--u・
8
1ロ
「
日
本
、
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決
定
の
仕
方
と
外
交
政
策
」
を
扱
う
。

-
N
・
0
己--巴
P
戸
国
間
口
町
吋

5
2
M
L『担
問

V
D
P
R
H
O
H
ν
Z
-門
戸

田

開

門

σ
c
c円
伊

回
目
。
由
主
H
H
H
P
ω
g
n
r
-
5
4申
-
ω
事
℃
・
(
ロ
ベ
ー
ル
・
ギ
ラ
ン
、
根
本
長
兵

衛
・
天
野
恒
雄
訳
、
日
本
人
と
戦
争
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
九
年
)
。

「
日
本
に
お
け
る
戦
争
t
|
|
真
珠
湾
か
ら
広
島
ま
で
」
は
、
日
本
の
公
正

な
理
解
者
で
あ
り
内
在
的
批
判
の
鋭
さ
を
み
せ
る
ル
・
モ
ン
ド
の
ベ
テ
ラ
ン

記
者
ギ
ラ
ン
氏
の
、
太
平
洋
戦
争
回
顧
録
で
あ
る
。
日
本
で
の
翻
訳
出
版
の

プラ γ久公法最近文献覚え書き (1978- 1979) 

同
時
通
訳
的
早
さ
も
み
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
以
上
、

F
.
学
部
長
職
の
相
関
で
の
拙
速
の
概
観
で
誤
り
な
き
を
保

し
難
い
。
批
正
を
乞
い
た
い
)
。

六
、
憲
法
概
説
書
に
つ
い
て

(
い
「
岡
田
口
一
片

Z
V
O
C同
(
回
。
叶
ロ
国
司
《
日
Y

口同
0
5
n
oロ
伊
丹
広

c
t
oロ
ロ

o
-
2
凹
ロ
広
ロ
ロ
仲

間

M
O
-
-片
山
』
己

my
何
ロ
O
ロ
D
g
r
p
]
5
4∞
-
品
目
、
叫
司

パ
リ
第
五
(
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
)
大
学
教
授
シ
ャ
ン
ト
プ
ゥ
著
『
憲
法
お

よ
び
政
治
学
』
は
、
全
六
五
七
頁
に
わ
た
る
大
部
の
憲
法
の
体
系
書
で
あ

る
。
本
舎
の
構
成
は
、
ま
ず
、
「
序
論
」
で
国
家
と
憲
法
の
概
念
が
検
討
さ

れ
、
第
一
部
「
憲
法
の
基
本
概
念
の
形
成
」
で
は
、

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九

世
紀
中
葉
ま
で
の
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
支
配
期
に
お
い
て
、
人
民

を
権
力
の
現
実
か
ら
隔
絶
し
、
国
家
を
大
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
願
望
に
合
わ

せ
て
中
立
化
す
る
た
め
に
基
本
的
に
作
り
出
さ
れ
た
憲
法
概
念
で
あ
る
代
表

制
と
権
力
分
立
制
が
扱
わ
れ
、
第
二
部
「
憲
法
の
基
本
原
則
の
進
展
|
|
集

団
的
自
由
の
補
助
者
と
し
て
の
権
力
」
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
す
な
わ

ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
一
八
六
五
年
頃
、
イ
ギ
リ
ス
で
一
八
六
七

l
一
八

七

O
年
頃
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
れ
よ
り
若
干
遅
れ
た
時
期
か
ら
二

O
世
紀
前

半
ま
で
の
時
期
に
お
い
て

l
そ
れ
は
、
普
通
選
挙
の
一
般
化
と
大
衆
政
党
の

出
現
に
よ
っ
て
人
民
が
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
特
色
づ
け

ら
れ
る
が

l
代
表
制
が
再
検
討
さ
れ
、
さ
ら
に
、
権
力
の
均
衡
は
、
国
家
を

社
会
的
正
義
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
に
人
民
の
意
思
の
道
具
た
る
議
会
の
圧
倒

的
優
位
の
体
制
へ
と
変
遷
し
た
こ
と
が
扱
わ
れ
、
第
三
部
「
現
代
の
政
治
体

制
|
|
成
長
の
組
織
者
と
し
て
の
権
力
」
で
は

一
九
二
九
年
の
大
烈
慌
お

よ
び
第
二
次
大
戦
直
後
か
ら
始
ま
る
時
期
に
お
い
て
、
人
民
の
国
家
へ
の
要

求
は
全
般
的
生
活
水
準
の
向
上
の
み
と
な
り
、
成
長
の
推
進
者
と
し
て
の
執

行
府
の
優
位
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
諸
外
国
の
現
代
政
治
体
制
が
扱
わ
れ
、
第

四
部
「
第
五
共
和
制
」
で
は
ブ
ラ

γ
ス
の
現
代
政
治
体
制
が
対
象
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
概
略
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
憲
法

の
制
度
的
側
面
よ
り
も
、
憲
法
理
論
史
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

特
色
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
新
し
い
型
の
憲
法

北法30(4・167)849
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体
系
番
で
あ
る
。

資

円、ロロ}同巳円。(匂

g
ロ
AUCHm)
め
件
。
。
ロ
E
H
(
c
b
円mWMHO-FmwnDロ凹
t
p
H江
口
口
仏
ゆ

F
弘
司
ロ
『
ロ
』
口
。

hsロ
Aumup
同-
H
-

開ロロロ
O
B
E
P
5
3・
8ω
目y

パ
リ
第
一
大
学
教
授
リ
ュ
シ
ェ

l
ル
お
よ
び
コ
ナ
ッ
ク
編
『
フ
ラ
ン
ス
共

和
国
憲
法
第
一
巻
』
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
の
遂
条
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で

第
一
巻
で
は
、
憲
法
前
文
か
ら
第
二
三
条
ま
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
憲
法
の
遂
条
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
は
本
書
が
最
初
で
あ
り
、
執
筆
者
も

ほ
と
ん
ど
各
条
毎
異
な
っ
た
多
人
数
に
よ
る
共
同
執
筆
に
な
っ
て
い
る
点
も

珍
ら
し
い
。
詳
し
い
遂
条
コ
ン
メ
ソ
タ

l
ル
と
し
て
、
本
全
国
は
有
益
で
あ

る。
m，
gロ
n
r
(
(
u
g
z
L
O
)・
U
B
I
n
Dロ回門広三日
C
ロ
ロ
己
岨
吋
y
b
B
U
F
2
m
円曲ロ仏
2

《
広
丘
団
芯
ロ
印
仏
O

F
』ロ江田円》円ロハ目。ロロ
0
・司
-
d
-
Hり・]戸由一吋∞-印、口問】・

パ
リ
第
二
大
学
主
任
助
手
フ
ラ
ン
ク
編
著
『
憲
法
』
は
、
テ
ミ
ス
重
要
判

例
叢
蓄
の
一
冊
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、
条
文
毎
に
、
憲
法
院
、
つ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
夕
、
破
致
院
の
重
要
判
例
の
収
録
、
編
著
者
に
よ
る
評
釈
、
文
献

目
録
、
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
市
川
同
は
憲
法
判
例
の
動
向
を
知
る
の
に
便
利
で

あ
る
。

七
、
憲
法
院
に
つ
い
て

明
白
〈
。
民
法
(
戸
C
Z
F
C
2
司
F
-
-
W》(戸
O
同
門
)
・
戸
時
わ
-O
ロ∞
2
-
n
Dロ
丘
町
ロ
t
cロ
ロ
己
-

n
cロ
ω口
氏
。
ロ
《
O
z
m
w
E
U
'
τ
噌
》
ロ
。

]
q
N
A
P
-
ν
-
C
-
H
1
・
・
巴
斗
∞
-
H
N
由
H
Y

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
は
、

一
九
七
一
年
の
結
社
の
自
由
に
関
す
る
違
憲
判

決
以
来
、
特
に
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
る
六

O
名
の
国
民
議
会
議
員

と
六

O
名
の
元
老
院
議
員
へ
の
提
訴
権
の
拡
大
を
契
機
と
し
て
野
党
議
員
か

ら
活
発
に
違
憲
の
申
立
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
憲
法
裁
判
機
関

と
し
て
の
地
位
が
確
立
し
て
き
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
最
近
刊
行
さ

れ
た
、
和
田
英
夫
『
大
陸
型
違
憲
審
査
制
』
有
斐
閣
〈
一
九
七
九
)
は
第

部
が
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
と
人
権
の
保
障
」
に
充
て
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の

憲
法
院
を
大
陸
型
違
憲
審
査
制
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

」
の
度
、
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
た
『
憲
法
院
』
の
著
者
フ
ァ
ボ
ル
l
お

よ
び
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
と
も
に
エ
ク
ス

H

マ
ル
セ

1
ユ
大
学
教
授
で
、
フ
ラ
ン

ス
公
法
・
政
治
学
雑
誌

(
m
-
U
-
M
Y
)
に
定
期
的
に
憲
法
院
判
例
の
紹
介
を

行
な
い
、
ま
た
、
憲
法
院
重
要
判
例
集
を
出
し
て
い
る
(
本
誌
二
六
巻
四
号

一
八
四
頁
参
照
〉
憲
法
院
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
、
第

一
章
「
制
度
」
で
、
憲
法
院
の
構
成
、
運
営
、
手
続
、
権
限
が
扱
わ
れ
、
第

二
章
「
憲
法
院
と
公
権
力
」
で
は
、
憲
法
院
と
、
議
会
、
大
統
領
、
人
民
と

北法30(4・168)850



の
関
係
が
検
討
さ
れ
、
第
三
章
「
基
本
的
行
為
の
合
憲
性
審
査
」
で
は
、
法
律

の
合
憲
性
審
査
と
条
約
の
合
憲
性
審
査
が
、
第
四
章
「
権
能
分
配
の
審
査
」

で
は
、
法
律
事
項
と
命
令
事
項
と
の
管
轄
に
つ
い
て
の
審
査
が
扱
わ
れ
、
「
結

論
」
に
お
い
て
は
、
①
憲
法
規
定
の
遵
守
と
解
釈
、
②
公
権
力
関
の
均
衡
の

維
持
、
③
憲
法
院
判
例
の
法
秩
序
へ
の
影
響
、
④
基
本
的
人
権
の
擁
護
の
四

点
か
ら
、
憲
法
裁
判
機
関
、
そ
し
て
人
権
保
障
機
関
と
し
て
憲
法
院
が
果
し

て
い
る
役
割
が
一
示
さ
れ
、

最
後
に
、

憲
法
院
の
改
革
の
方
向
と
し
て
、

決
期
間
の
延
長
、
申
立
状
な
ど
書
類
の
公
表
の
よ
う
な
手
続
的
改
革
点
が
あ

プラ γス公法最近文献覚え書き (1978- 1979) 

る
が
、
こ
れ
は
小
さ
な
点
で
、
問
題
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
破
段
院
か

ら
の
移
送
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
権
を
憲
法
院
に
与
え
る
第
二
の
改
革

に
よ
っ
て
、
「
一
九
五
九
年
以
来
賢
明
に
し
か
も
漸
進
的
に
つ
く
り
出
さ
れ

て
き
た
建
造
物
を
補
完
す
る
こ
と
」
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
ク
セ

ジ
ュ
文
庫
の
一
冊
と
し
て
コ

γ
パ
グ
ト
な
も
の
で
は
あ
る
が

憲
法
院
の

制
度
と
実
態
そ
し
て
問
題
点
が
見
事
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り

ロ
ベ
ー
ル

(河
c
r
o
円
件
)
教
授
の
書
評
(
閉
山
-
O・
p
・
5
吋∞
-
Z
0・印-同
V

・
5
ロ
ム
印
同
町
)
に
あ

る
よ
う
に
、
「
明
断
さ
、
正
確
さ
、
情
報
、
省
察
、
判
断
の
節
度
と
公
平
さ

に
よ
っ
て
」
本
書
は
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
ロ
ベ
ー
ル
教
授

の
書
評
も
詳
し
い
も
の
で
、
法
律
の
合
憲
性
察
査
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
憲

法
院
が
最
高
裁
判
所
(
わ

0
5
E℃
み
自
め
)
の
方
向
へ
向
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
公
ゲ
広
場
司
ロ
ド
岱
)
の
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

。
。
開
E
o
-
(
明

E
ロ伯
0
2
)
唱
戸
伶
わ
O
ロ
ωm
ニ

n
cロ
ω
z
z
t
cロロ己・

H
P
り・MM・-

S
芯
十
Z
P
Y
H
M
印

1
8・

戸
ロ
口
町
戸
巳
円
。
(
岡
山
内
日
目
。
U
Y
F
m
n
cロ
ωぬ
戸
。
。
ロ
ω件目立与
5
ロ由。
-
m
mゲ
ニ
ロ
ロ
。

』
ロ
ユ
去
口
氏
。
ロ
ア
剛
山
・

0
・
p
-
5忍
-
2
0・
ゲ
司
-
N寸
i

印N
-

憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
が
注
目
さ
れ
て
い
る
今
日
、
フ

平日

ラ
ン
ス
公
法
・
政
治
学
縫
誌
(
勾
り
む
し
の
一
九
七
九
年
第
一
且
す
に
は
、

憲
法
院
に
関
す
る
こ
つ
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
政
治
学
者

で
憲
法
院
の
現
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ゴ
ゲ
ル
の
論
文
で
、
現
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

こ
と
の
特
別
の
意
見
留
保
義
務
か
ら
、
特
に
目
新
し
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
院
の
活
動
状
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
論
文
は
、
元
憲
法
院
の
メ
ン
バ
ー
で
、

現
在
パ
リ
第
一
大
学
の
公
法
学
の
教
授
で
あ
る
リ
ュ
シ
ェ

1
ル
が
、
「
憲
法

院
は
裁
判
機
関
か
」
と
い
う
問
題
に
正
面
か
ら
取
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
結

局
、
裁
判
機
関
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
機
関
を
ど
う
定
義
す
る
か
と

い
う
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
リ
ュ
シ
ェ
!
ル
は
、
裁
判
機
関
に
考
え

ら
れ
る
要
素
と
し
て
、
①
法
の
問
題
へ
の
応
答
、
②
判
決
の
既
判
力
、
③
争

訟
性
の
三
つ
が
あ
り
、
憲
法
院
の
裁
判
機
関
性
を
否
定
す
る
見
解
(
ア
モ

γ
、

ク
ュ
イ
ヤ
ー
ル
)
は
、
一
二
要
素
を
要
求
し
て
、
憲
法
院
に
は
第
三
の
争
訟
性

北法30(4・169)851
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の
要
素
を
欠
く
と
す
る
の
に
対
し
て
、
憲
法
院
の
裁
判
機
関
性
を
肯
定
す
る

見
解
(
ワ
リ

l
ヌ
)
は
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
要
素
で
裁
判
機
関
性
が
充
た

資

さ
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
リ
ュ
シ
ェ
l
ル
の
見
解
は
、
第
三
の
争
訟

性
の
要
件
を
非
常
に
広
く
解
し
て
、
例
え
ば
、
当
事
者
の
対
立
し
た
意
見
が

公
表
さ
れ
る
こ
と
で
も
充
た
さ
れ
る
と
し
て
、
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
と

し
て
の
性
格
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
リ
ュ
シ
ェ
l
ル

論
文
は
、
「
裁
判
」
な
い
し
「
司
法
」
概
念
の
比
較
憲
法
的
考
察
に
興
味
あ

る
素
材
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ゴ
ゲ
ル
お
よ
び
リ
ュ
シ
ェ
l
ル

の
論
文
は
、
憲
法
理
論
研
究
会
の
一
九
七
九
年
夏
の
合
宿
で
、
香
川
大
学
の

矢
口
俊
昭
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、

報
告
の
レ
ジ
メ
は
、
「
憲
法
理
論
研
究

会
ニ
ュ
ー
ズ
」
(
一
九
七
九
年
九
月
一
日
)
八
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
矢
口
俊
昭
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
構
成
」
香
川
大
学
経
済
論
叢
五
一

巻
六
号
(
一
九
七
九
)
所
収
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
メ
ン
バ
ー
の
構
成
を

扱
っ
た
論
文
と
し
て
興
味
深
い
。

憲
法
院
の
判
例
の
動
向
に
関
す
る
論
文
と
し
て
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・
-
H由
叶
∞

-
Z
0・
由
噌
同

Y
H印叶
ωiH印由
u-

円、

Hur--印刷
Y

戸
田
〕
ロ
ユ
ω匂門戸同門
-
m
w
ロ
円
。
酌
ロ
出
口
三
酢
円
。
.
「
而
凹
回
目
同

U
Hロ
町
田
仏
口

問
V

ユ
ロ

Z
B
-
v
m
g斗
∞
-
凶
作
阿

W
H
Y
-
回
申
叶
∞

-
Z
0・
ド
目
ν・
品
岱
印
!
日
C
由・

特
に
第
一
の
論
文
は
、
「
転
換
の
年
と
し
て
の
一
九
七
七
年
l

|
議
員
の

提
訴
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
・
権
利
の
発
展
」
と
い
う
標
題
に
あ
る
よ
う

一
九
七
七
年
に
出
さ
れ
た
二
七
の
判
決
に
み
ら
れ
る
特
色
が
、
議
員
に

よ
る
提
訴
の
増
大
と
基
本
的
人
権
に
憲
法
的
価
値
を
認
め
る
重
要
判
決
に
あ

る
こ
と
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
ο

人
権
に
関
す
る
判
決
の
う
ち
で
も
、

司
法
警
察
職
員
に
自
動
車
臨
検
を
認
め
る
法
律
を
人
身
の
自
由
に
違
反
す
る

と
し
た
一
九
七
七
年
一
月
二
一
日
判
決
、

一
九
五
九
年
の
私
立
学
校
助
成
法

(
ド
プ
レ
法
)
を
補
充
す
る
法
律
に
つ
い
て
、
私
立
学
校
の
教
師
。
か
私
立
学

校
の
「
固
有
の
性
格
」
を
尊
重
す
る
旨
の
規
定
が
、
教
師
の
良
心
の
自
由
に

反
す
る
と
い
う
社
会
党
議
員
の
違
憲
の
申
立
に
対
し
て

一
方
で
は
、
私
立

学
校
の
「
固
有
の
性
格
」
の
尊
重
は
、
憲
法
前
文
で
保
障
さ
れ
た
教
育
の
白

由
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
私
立
学
校
教
師
の
良
心
の
自
由

も
憲
法
前
文
で
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
二
つ
の
人
権
の
調

整
を
は
か
つ
て
、
教
師
が
私
立
学
校
の
「
国
有
の
性
格
」
を
尊
重
す
る
義
務

は
、
教
師
の
良
心
の
自
由
に
反
し
な
い
限
り
認
め
ら
れ
る
の
で
、
憲
法
違
反

で
は
な
い
と
し
た
一
九
七
七
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
判
決
が
、
特
に
重
要
で
あ

北法:30(4・170)852



る

八
、
基
本
的
人
権
に
つ
い
て

F
T
)己円

mocロ
(
】

pnAEぬ
閉
山
)
伶
丹
、
円

rtM】
守
口
口
(
】
命
的
同
ロ
・
司
自
コ
リ
角
川
)
噌
円
。

m
z
rめ】守同
Amm

H
U
E
E
M
A
Z
E
-
n
o
-
-
2
t
oロ
《

玄

b
g
g
z
ω
吋
y
b
B
U》
・
勺

-
C・

m・
5
忍
・

]
{
印
品
目
}
・

ト
ゥ

I
ル
ク

l
ズ
大
学
教
授
ム
ル
ジ
ョ
ン
お
よ
び
同
大
学
主
任
助
手
テ
ロ

ン
著
『
基
本
的
人
権
』
は
、
学
生
用
の
人
権
の
概
説
書
で
、
内
容
は
簡
単
な

プラ γス公法最近文献覚え書き (1978ー 1979)

も
の
で
あ
る
。

γ向
。
門
出
ロ
問
。
(
』

S
ロ

)
W
E
-
-
r
o
五
円
g
m
E
E
5ロ

g
ι
E
X
宮
ゲ
ピ
口

問
司
田
口

AUEP
同

J
b
p
n
m
w
L
O
H
N
G
Fロ
仏
ロ
門
間
四

C-HM・
C-
阿
川

--H申
吋
、
ア

N叶
晶
司
・

リ
モ

l
ジ
ュ
大
学
教
授
モ
ラ
ン
ジ
ュ
著
『
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る
結
社

の
自
由
』
は
、
一
九
七
四
年
に
パ
リ
第
三
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
で

あ
る
。
「
序
論
」
で
は
、

一
九
七
一
年
の
憲
法
院
の
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
結

社
の
自
由
の
人
権
と
し
て
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
結

社
の
自
由
は
、
民
主
主
義
と
人
権
に
と
っ
て
基
本
的
な
自
由
で
あ
る
と
同
時

に
、
民
主
主
義
と
人
権
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
に
も
な
り
う
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
本
論
は
、
第
一
篇
「
結
社
の
自
由
は
新
し
く
、
か
つ
補
充

的
な
自
由
で
あ
る
」
、
第
二
篇
「
結
社
の
自
由
の
法
体
制
は
暖
昧
で
あ
る
し

と
い
う
標
題
に
あ
る
よ
う
に
、
結
社
の
自
由
が
補
充
的
な
自
由
で
あ
る
こ
と

と
、
結
社
の
自
由
の
法
体
制
が
竣
昧
で
あ
る
こ
と
を
主
要
な
主
題
と
し
て
結

社
の
自
由
の
歴
史
と
法
制
度
に
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

ワ

リ

l
ヌ

(
毛
色
E
m
)
教
授
の
書
評
〈
問
-
U
-
同
V
3
5叶∞
-
Z
0・
ゲ
同

Y
8
3
は
、
本
書

の
特
色
を
、
①
歴
史
に
重
要
な
位
置
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
②
法
律
や
判
例

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
解
決
を
政
治
的
、
社
会
的
な
文
脈
の
中
に
置
き
な
お

し
て
い
る
こ
と
、
③
各
問
題
点
に
自
由
主
義
的
精
神
で
批
判
的
判
断
を
下
し

て
い
る
こ
と
、
④
比
較
法
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
、
本
書
に
高

い
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
結
社
の
自
由
に
関
す
る

最
新
の
、
最
も
優
れ
た
研
究
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

呂
田

n
z
-
oロ
(
凶
作
田
口
・

3
2
5
)咽
戸

m
m
S
C
E
S
S
E
E
R
-
Z
E
r
o
ュF

Hν
円
え

m
n
o
L
O
』
E
ロ

H
N
2
2
0・
司
円

2
m
o
ω
ι
。

-PH10ロ
仏
岱
一
片
岡
由
ロ

Z
m同
FOロ
包
⑦

門
戸
内

w戸
内
凶

ω白
目
。
ロ

noωMMo--tAcop]F申
斗

AYA目白
N
司・

パ
リ
北
大
学
講
師
マ
シ
ュ
ロ
ン
著
『
自
由
に
反
す
る
共
和
国
』
は
、

七
三
年
に
パ
リ
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
で
、
第
三
共
和
制
下
の
一
八

七
九
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
人
権
の
《
黄
金
時
代
》
と
す
る
神
話
に
挑

戦
し
、
何
時
代
に
お
け
る
人
権
に
対
す
る
消
極
面
を
実
一
証
的
に
解
明
し
た
業

績
で
あ
る
。
第
一
部
「
自
由
主
義
の
未
完
成
」
で
は
、
立
法
者
に
よ
る
侵
害

か
ら
の
人
権
保
障
の
欠
如
、
裁
判
組
織
の
不
完
全
き
、
人
身
の
自
由
を
保
護 九

北法30(4・17])853



車:ト

す
る
た
め
の
刑
事
手
続
の
不
十
分
さ
、
人
権
抑
圧
法
制
の
維
持
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
第
二
部
「
自
由
主
義
の
拒
否
」
で
は
、
追
放
、
国
外
追
放
、
司
法
高

資

等
法
院
の
訴
訟
、
官
吏
の
服
従
義
務
、
修
道
会
の
特
別
規
制
に
よ
る
「
政
治

体
制
の
防
衛
」
な
ら
び
に
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
抑
圧
に
よ
る
「
社
会
秩
序
の

防
衛
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
第
三
共
和
制
前
期
の
人
権
の
制

度
お
よ
び
実
態
を
知
る
の
に
格
好
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
に
対
し
て

ア
ル
ダ
ン
(
M
V
Y

・
〉
注
目
。
教
授
の
書
評
(
河

-U-p・
5
a
-
Z
C
N
七
-
g
H
)

が
出
さ
れ
て
い
る
。

宮
OE叶
mocロ
(
F
2
5
ω
〕

e

「
g
e
-
-
Z
《
凶
作
で

7
0
5
B
A
y
n
D
F
N
2
5ロ

《

O
E
g
F
Z
m
G
ロ
o
H叶
N∞
-
司
-
C
-
H
1・・
HM品切・

ム
ル
ジ
ョ
ン
教
授
の
『
人
権
』
は
、
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
の
一
冊
と
し
て
出
さ

第
一
部
「
権
利
の
要
求
」
、
第
二
部
「
権
利
の
組
織
化
」

よ
り
構
成
さ
れ
、
人
権
を
、
法
学
的
、
哲
学
的
、
社
会
学
的
観
点
か
ら
多
角

れ
た
小
冊
子
で
、

的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
基
本
的
人
権
を
め
ぐ
る
新
し
い
問
題
状
況
を
扱
っ
た
雑
誌
論

文
と
し
て
、

富
良
円
。
ロ
(
の
合
防
止
)
唱
】
[
」
口
問
。
ロ
ロ
防
止
Dロ
仏
z
n
x
o
u吊ロ

2
F
m
m
H
L
g

匂ロず
Z
A
E
2
伊
宮
間
)
円
内
田
凹
0・岡山・

0
・同
y・
5
吋∞
-
Z
0・印噌同
y
H
M吋
ωHω
怠
-

】15u『
ω印
F
D
Z
(一
『
め
同
ロ
)
主
同
月
可
ωぬ円(】
νFO円円。)噌戸内
w
g
F
《
凶
ロ
酌
』
釦
口
三
2

5
吋
∞
円
。
-
2
2
0
世
-
」
ロ
同
2
B
H
w
t
s
z
p
E
H
酌ロ
}
5
3
2
2同
Z
Z
ユb
m
o円

-O
《]bnHb丹

ιロ
ロ
〕
E
F
-
-
2
5叶∞
-HN・り・】
y
-
H
ミタ

Z
0・
ω・
句
巴
由
l
g
H・

が
注
目
さ
れ
る
。
前
者
は
、
定
期
出
版
物
に
対
す
る
国
家
補
助
法
制
の
歴
史

と
一
九
七
六
年
一
二
月
二
九
日
法
お
よ
び
一
九
七
七
年
二
一
月
二
七
日
法
に

よ
る
定
期
出
版
物
に
対
す
る
税
制
の
改
革
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
情
報
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
に
よ
る
情
報
処
理
と
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
、
人
身
の
自
由
な
ど
の
人
権
と
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
府
の
検

討
委
員
会
の
検
討
を
経
て
議
会
に
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

七
八
年
一
月
六
日
法
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
具
体
的
適
用
に
関
し
一
九
七
八

年
七
月
一
七
日
の
デ
ク
レ
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
情
報
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
化
と
国
民
の
人
権
に
関
す
る
新
し
い
法
令
に
関
す
る
論
文
の
う
ち
、
最

も
総
合
的
に
ま
と
め
て
な
さ
れ
た
研
究
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン

ス
の
法
制
度
と
問
題
状
況
を
知
る
の
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
(
以
上
、

N
・)

九

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の

歴
史
に
つ
い
て
。

J

-
ネ
レ
教
授
「
一
九
四

五
年
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
」

フ
ラ
ン
ス
の
現
代
政
治
(
同
時
代
)
史
文
献
と
し
て
、
次
の
こ
附
が
目
に

つ
い
た
。

ロ白ロ問。
-
G
Eロ
)
d
H
h
w
p
z
ι
2
門
め
ロ
宮
c
z
p
。門田回目
2
4
5
4喧噌印日
wω-v・

後

者
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「
亀
裂
の
時
代
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
政
治
の
様
々
な
破
綻
と
分
裂
を
見

つ
め
つ
つ
考
え
る
理
想
主
義
的
知
識
人
の
明
噺
な
思
索
の
あ
と
を
示
す
。

〈
広
口
聞
き
口
七
Gロ芯
(
2
2
5
)・。。己}め
E
-
L
E
Z
B匂
印

AE日間以白
ω回
0・
ωgnr-

H
申
吋
喧

.ω
。
喧

MU・

「
過
ぎ
ゆ
く
時
の
色
合
い
」
は
、
新
聞
「
ル
・
モ
ン
ド
」
の
俊
秀
記
者
ヴ

ィ
ア
ン
ソ
ン
・
ポ
ン
テ
(
今
年
、
ガ
ゾ
で
死
亡
)
の
同
紙
週
刊
号
上
の
政
治

日
誌
ハ
一
九
七
回

l
一
九
七
六
年
)
を
編
集
し
て
い
る
(
同
紙
一
九
七
九
年

九
月
二
O

|
一
一
六
日
号
紹
介
)
。

同
記
者
の
「
フ
ラ
ン
ス
一
九
七
八

な
お
、

プラ γス公法最近文献覚え書き(1978- 1979) 

年
、
亀
裂
」

E
F
R
E
E
-
F
O
Y向
g
p
Z
E
-
-
N∞
Lbn・1
2
8〈・

H申叶由・

が
死
の
直
前
に
書
か
れ
た
、
昨
年
間
政
治
の
総
括
で
あ
る
。

本
小
稿
「
ま
え
お
き
」
に
書
い
た
と
お
り
、

J
-
ネ
レ
教
授
(
』
忠
告
2

Z
合
b
)

の
来
札
を
記
念
し
て
、
問
教
授
の
推
薦
文
献
と
講
演
(
本
誌
三

O
巻

二
号
二
ハ
ニ
ー
ー
一
六
三
頁
参
照
〉

の
訳
を
組
み
入
れ
て
お
こ
う
。

同
教
授

f:l:. 

一
九
一
七
年
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ヴ
ォ
ア
に
生
れ
、
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル

卒
業
後
、
ブ
レ
ス
ト
市
の
西
部
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
大
学
人
文
、
社
会
科
学
部
講

師
を
へ
て
、
-
九
六
七
年
以
来
教
授
、
現
在
同
大
学
現
代
史
主
任
教
授
。
主

要
業
績
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

ド内

H
n
H
Z
h
u
b
s
E
S
S
E
O
号
出
足

2
r
E
Cロ〈
g
w
g
H
r
c
c
-
g
m
-
2
m・

5
3
(未
公
刊
博
土
論
文
)
。

「
O
H凶
D
己
記
困
問

2
5め

-
Z
F
M
V
B印凹
0・
HM田
口
印
唱

]SE-

Hhm
叶

5
2
5
B
O
岡山
S
C
E
S
S
-
S
エ1
H
E
0・同》
m
E
P
呂田吋・

戸
山
口
ユ
ω
O
L
O
H由一ω
少
同
ν
釦ユ
P
H由∞∞・

pbn-m
門

-
t
E
o町
m
gロ件。自問
}
G
S
E
P
H
ν
・
c
・
m
-
H
U記
-
含
印
刷
》
・

さ
て

同
教
授
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
経
済
・
社
会
・
文
化
の
歴
史
と
現
状
」

を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
文
献
と
し
て
1
l
1筆
者
の
質
問
に
答
え
て
l

l
次

の
も
の
を
例
示
し
て
推
薦
下
さ
っ
た
。
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

ロ
ロ
ゲ
可

(ο
・)巾同国
-
-
-
Z
u
g
-円
開
会
w
g
H
1
5ロロ
0・
ω
〈
O
z
-
-
F
2
0
5
m
P

5
3
(改
阪
中
)
。

z
h
r
b
G
Y
門
戸
寸

5
2
H
b
B
O
岡山
b日出
Hr--Aロ
m-
〉
の
o
-
5・品
b
p・
5
m山)吋・

宮
山
口
}
お
}
(
出
・
Y

Z
百
三
円
。
仏
向
}
白
河
宮
町
窓
口
n
p
H
Y
c
-
m
J
(
0
5

8
2
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岡
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仏
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5
m
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E
R
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C
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匂

HOmmy]戸
由
品
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
化
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
つ
い
て
は
、
最
良
の

も
の
は
、
わ
O
B
g
g
g
=
p
?

で
あ
る
。

そ
の
最
良
の
フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
何
回
宮
!
g
Zロ

(
一
五
日
毎
出
版
)
を
予
約
す
る
が
よ
い

(ω
回
。
2
5
ι
2
同
EF--ZHZP

経
済
生
活
に
つ
い
て
は
、
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本↓

E
J
N
Z
呂
田
山
田

g
a〉戸内
DHH
わ
何

UMWM円)。

な
お
私
が
既
に
入
手
し
た
も
の
と
し
て
は

資

。
・
己
記
唱
。

EH-
戸内

W
E
n
-
b
H
b
p
m
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前
包
括
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8・円
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・

。
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仏

S
F
出

5
2
2
P
F
(
U
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g
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N
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わ

D
Eロ
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玄
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U
E
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E
z
-
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門

】

σ
-
m
M
J
g
n
p
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u
c
z
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戸
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W

叶

u.
国

-
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}MO--
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g
n
C
E
E口同
ω
《
]
め
古
川
口

ω念
仏

O
F
H
N
A
m
m
z
gロ
ロ
タ
司
-

c.
明
-w
呂
町
N
・

国・

ζ-nyo]
合
同
切
・
呂
町
}
内
山
口
中
の

E
a
N
b
i
R
F
F
2
正
常
ω
匂

C
E
S
E
m

2
m
o
n
H白
-
s
p
u
F
H
N
b弘
田
宮
ロ
円
。
一
喝
同
V

・
C-
司
・
・
同
申
印
ι一-

問
。
白

}M5・同》
O口
片
山
口
回
目
丘

ωon-2u刊
一
口
円
。
ロ
芯

BM}DHmHU刊
同
門
知
ロ

2

0
4∞申
iO54H)・
田
島

0
2
5
0ロ
g
q
E印
件
。
円
山
〉
出
血
コ
曲
目

y
F
Dロ
L
G
H
f
g吋
N

で
は
、
さ
い
ご
に
、
ネ
レ
教
授
講
演
訳
(
深
瀬
)
を
掲
げ
て
本
「
覚
え
書

き
」
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
四
五
年
以
後
の
フ
ラ
ン
ス

こ
の
講
演
が
試
み
よ
う
と
す
る
デ
ッ
サ
ン
の
出
発
点
は
か
な
り
明
瞭
で
あ

り
、
そ
れ
を
敵
閣
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
占
領
か
ら
フ
ラ
ン
ス
が
解
放
さ
れ
た
時

点
か
ら
は
じ
め
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
ど
こ
に
終
点
を
定
め
る
か
は
よ
り

不
確
か
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
れ
を
、
便
宜
上
、

一
九
五
八

年
、
第
四
共
和
制
の
終
鷲
時
、
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
こ
の
年
は
、

政
治
的
に
は
、
極
め
て
は
っ
き
り
し
た
断
絶
を
画
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

経
済
的
お
よ
び
社
会
的
に
は
継
続
的
な
諸
要
因
が
そ
の
他
の
諸
要
因
に
勝
つ

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
極
め
て
重
要
な
新
し
い
事
実
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
加
盟
し
て
い
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
同
市
場
が
実
施
に

移
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
九
四

O
年
の
敗
北

こ
の
敗
北
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
進
化
の
流
れ
に
お
い
て
完
全
な
変
貌
を

生
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

敗
北
は
極
め
て
急
速
で
し
た
。
ド
イ
ツ
の
侵
攻
は
一
九
四

O
年
五
月
一

O

日
に
開
始
さ
れ
、
休
戦
が
調
印
さ
れ
た
の
は
六
月
二
五
日
で
し
た
。
敗
北
は

ま
た
全
面
的
で
し
た
。
当
初
に
は
、
国
の
領
土
の
五
分
の
三
が
敵
に
よ
り
占

領
せ
ら
れ
、
領
土
の
残
っ
た
部
分
と
「
境
界
線
」
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
、
人

々
や
生
産
物
や
郵
便
物
で
す
ら
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
し

た
。
そ
の
後
、

一
九
四
二
年
の
末
に
は
、
占
領
は
本
国
領
土
の
残
っ
た
部
分

ま
で
拡
が
り
ま
し
た
。
経
済
的
活
動
は
あ
げ
て
ド
イ
ツ
の
需
要
の
満
足
の
た

め
優
先
的
に
向
け
ら
れ
、
ド
イ
ツ
が
フ
ラ
ン
ス
の
諸
々
の
資
源
を
併
呑
し
た
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の
で
あ
り
ま
す
。
と
く
に
、
極
め
て
重
い
占
領
賠
償
金
を
課
し
、
プ
ラ
ン
で

払
わ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
は
白
か
ら
の
欲
す
る
も
の
は

す
べ
て
購
買
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
白
か
ら
の

日
常
生
活
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
完
全
に
喪
失
し
ま
し
た
。

そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
敗
北
は
、
は
じ
め
の
う
ち
に
は
理
解
し
え
な
い
も

の
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
世
界
で
最
良
の
軍
隊
を
も
っ
て
い

る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ず
っ
と
遅
く
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
敗
北
の
軍

事
的
プ
ロ
i
パ
l
の
原
因
と
し
て
、
物
量
の
不
足
や
戦
略
的
・
戦
術
的
教
説

フラシス公法最近文献覚え書き(1978ー 1979)

の
遅
れ
と
い
っ
た
こ
と
を
知
り
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
敗
北
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
従

来
存
在
し
て
い
た
も
の
す
べ
て
が
糾
弾
さ
れ
、
事
実
に
お
い
て
も
発
想
に
お

い
て
も
ま
た
精
神
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
そ
れ
以
前
の
時
期
と
の
全
面
的
な

断
絶
が
起
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
革
新
へ
の
意
志
か
あ
ら
ゆ
る

領
域
で
一
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二
、
政
治
的
な
革
新

ν

A

Y

1

ム

さ
て
、
第
三
共
和
制
の
政
治
体
制
が
ま
ず
敗
北
の
責
任
を
帰
せ
ら
れ
ま
し

た
。
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
こ
の
前
体
制
の
拒
絶
は
、
敗
北
の
結
果
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
と
協
力
し
た
「
ヴ
ィ
シ

l
体
制
」
と
同
様
、
ド
イ
ツ
人
と
同
時
に
ヴ
ィ

シ
ー
に
対
し
て
戦
っ
た
「
抵
抗
運
動
」
に
共
通
し
て
い
た
事
実
だ
っ
た
の
で

す
。
第
三
共
和
制
に
向
け
ら
れ
た
非
難
を
一
言
に
要
約
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

ヲ
・

7
z
t
プ

ν
え

れ
は
弱
体
制
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
主
と

し
て
内
閣
の
不
安
定
に
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
権
力
の
弱
体
性
と
い
う

ス
キ
ヤ
Y
ダ
h
y

こ
と
で
し
た
。
が
、
ま
た
と
く
に
政
治
的
・
財
政
的
醜
態
に
向
け
ら
れ
た

マ
Y
プ
ν
d
7
y
ス

安
易
な
態
度
に
示
さ
れ
ゐ
よ
う
な
、
総
じ
て
な
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
る
や
り

方
で
も
あ
り
ま
し
た
。
た
し
か
に
、
共
和
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

ヂ
ユ
1
W

た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
純
粋
で
強
靭
」
な
共
和
国
で
あ
る
べ
き
で
し
た
。

こ
の
拒
絶
反
応
の
大
き
さ
は
、
敵
国
の
占
領
か
ら
フ
ラ
ン
ス
が
解
放
さ
れ

一
九
四
五
年
一

O
月
に
行
な
わ
れ
た
レ
ア
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
り
明
ら

か
と
な
り
ま
し
た
。
九
六
%
の
票
が
新
し
い
体
制
に
賛
成
と
投
。
せ
ら
れ
、
わ

ず
か
四
%
が
第
三
一
共
和
制
へ
の
復
帰
を
望
ん
だ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

る
や
、で

は
い
っ
た
い
ど
ん
な
新
し
い
体
制
を
建
設
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

ヴ
ィ
シ

l
体
制
は
、
実
際
上
ベ
タ
ン
一
万
帥
に
無
制
限
の
権
力
を
属
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
神
話
的
な
過
去
へ
の
復
帰
の
傾
向
と
い
う

こ
と
で
成
立
つ
も
の
で
し
た
が
、
第
三
共
和
制
と
全
く
同
様
に
、
'
も
ち
ろ
ん

拒
否
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
抵
抗
運
動
の
諸
組
織

の
な
か
で
、
二
つ
の
思
潮
が
表
面
化
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
一
つ
は
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
自
身
の
見
解
に
か
な
り
近
い
も
の
で

す
が
、
執
行
権
の
強
化
を
欲
し
ま
し
た
。
後
に
第
五
共
和
制
の
体
制
と
な
る
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料

と
こ
ろ
の
も
の
と
類
似
し
た
諸
草
案
が
練
ら
れ
た
の
で
し
た
。

資

他
の
流
れ
は
、
当
初
制
憲
議
会
で
優
勢
だ
っ
た
た
め
一
九
四
六
年
一
月
臨

時
政
府
首
席
を
ド
ゴ

J

ル
将
軍
が
辞
職
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
}
九

三
六
年
の
人
民
戦
線
に
大
幅
に
影
響
さ
れ
た
、
社
会
党
お
よ
び
共
産
党
の
考

え
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
構
想
は
、
万
能
の
一
つ
の
立
法
議
会
(
そ
れ

イ
毛
ピ
リ
ス
ム

に
よ
っ
て
、
戦
前
、
政
治
制
度
の
障
害
で
あ
り
、
停
滞
と
麻
癖
の
原
因
だ
と

セ

ナ

考
え
ら
れ
て
い
た
元
老
院
を
否
認
し
ま
す
て
そ
し
て
実
際
上
は
、
(
社
会
党

と
共
産
党
が
久
し
い
以
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
〉
組
織
さ
れ
た
諸
政

党
の
支
配
、
そ
の
支
配
を
選
挙
制
度
に
よ
り
確
保
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

も
っ
と
も
腿
々
単
記
二
回
投
票
制
を
実
施
し
た
第
三
一
共
和
制
に
反
援
し
て
、

一
O
人
に
至
る
ま
で
複
数
の
名
前
を
記
載
し
た
名
簿
式
の
比
例
代
表
制
を
採

用
し
ま
し
た
。
爾
来
、
当
選
し
た
い
と
欲
す
る
者
は
選
挙
民
に
気
に
入
ら
れ

ょ
う
と
心
配
す
る
よ
り
は
、
自
己
の
政
党
の
総
司
令
部
が
候
補
者
名
簿
の
上

で
自
分
を
よ
り
よ
い
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
て
く
れ
る
よ
う
心
を
く
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
政
府
の
安
定
性
と
政
治
体
制
の
活
力
は
諸
大
政

党
が
各
々
規
律
を
も
っ
て
結
束
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
戦
前
の
不
安
定
性
の
原
因
は

議
会
に
お
け
る
小
グ
ル
ー
プ
の
分
裂
に
由
来
し
、
そ
れ
が
多
数
を
構
成
す
る

場
合
つ
ね
に
そ
れ
ら
小
グ
ル
ー
プ
の
支
持
を
必
要
と
し
た
が
ゆ
え
に
、
師
陣
々

個
人
的
な
野
心
で
支
配
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
政
治

の
考
え
方
が
第
四
共
和
制
の
基
礎
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
政
治
の
次
元
で
は
、
結
局
失
敗
だ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
九
四
五
年
一

O
月
の
第
一
回
目
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
、
権
力
を
支
持

す
る
与
党
と
反
対
の
役
割
を
確
保
す
る
野
党
と
い
う
二
大
政
党
は
出
現
せ

ず
、
大
休
同
勢
力
の
三
大
政
党
と
し
て
の
共
産
党
と
社
会
党
と
人
民
共
和
派

の
ほ
か
、
二
つ
の
小
政
党
が
加
わ
り
ま
す
が
、
三
つ
の
大
政
党
と
は
と
う
て

い
同
じ
と
は
い
え
な
い
組
織
と
精
神
を
も
ち
一
つ
は
嘗
て
の
急
進
社
会
党
に

他
の
一
つ
は
旧
右
翼
に
対
応
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
政
治
地
図
は
い
つ

そ
う
混
迷
の
様
相
を
一
万
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
連
合
政
権
し

か
あ
り
え
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
政
府
を
構
成
す
る
諸
政
党
の
う
ち
ど

れ
も
政
府
の
支
持
に
は
留
保
付
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
不
人
気
な
解
決
策

を
必
然
的
に
伴
う
困
難
な
諸
問
題
の
前
に
、
反
対
党
は
権
力
よ
り
も
よ
り
人

気
取
り
の
態
度
を
と
り
た
が
る
の
で
す
か
ら
、
い
っ
そ
う
そ
う
な
る
わ
け
で

す
。
そ
の
結
果
、
相
次
ぐ
内
閣
は
第
二
一
共
和
制
時
代
よ
り
も
よ
り
弱
体
か
ヴ

よ
り
不
安
定
に
す
ら
な
り
ま
し
た
。

他
方
、
第
四
共
和
制
は
悶
全
体
の
一
般
的
な
同
意
を
う
る
こ
と
は
決
し
て

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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第
一
回
目
の
憲
法
は
、

一
九
四
五
年
に
選
出
せ
ら
れ
た
制
憲
議
会
の
多

数
、
一
一
一
O
九
票
対
二
四
九
票
に
よ
り
採
択
さ
れ
ま
し
た
が
、

一
九
四
六
年
五

月
五
日
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
国
民
に
よ
り
否
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
の
憲
法
草
案
は
、
若
干
修
正
さ
れ
た
う
え
、

一
九
四
六
年
)
O
月
一

三
日
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
む
し
ろ
賛
成
は
少
数
で
し
た
が
も
う
倦

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
や
っ
と
受
容
さ
れ
ま
し
た
。
賛
成
三
六
%
、

反
対
三
一
%
、
棄
権
三
一
%
と
い
う
状
態
で
し
た
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
国
民
の
意
見
と
そ
の
世
論
の
代
表

ブラジス公法最近文献覚え書き(1978- 1979) 

を
融
市
称
す
る
政
党
と
の
聞
の
不
一
致
が
あ
っ
た
の
は
と
り
わ
け
共
和
国
大
統

領
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
り
ま
し
た
。
第
一
次
・
第
二
次
憲
法
草
案
と
も

大
統
領
に
は
ほ
と
ん
ど
栄
誉
的
な
特
権
し
か
与
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
世
論
研
究
所
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス

人
の
五
O
%
が
、
普
通
選
挙
に
よ
る
共
和
国
大
統
領
の
選
出
に
賛
成
し
て
お

り
、
四
O
%
が
そ
れ
に
反
対
で
議
会
に
よ
る
選
出
に
賛
成
し
、
憲
法
は
後
者

を
採
用
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
一
九
四
六
年
三
月
に
は
、
国
民
の
四
八
%

が
大
統
領
は
重
要
な
政
治
的
役
割
を
演
ず
べ
き
だ
と
希
望
し
、
で
一
一
七
%
が
こ

れ
に
反
対
し
大
統
領
は
栄
誉
的
職
権
を
も
つ
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い

た
の
で
し
た
。

一
九
四
七
年
の
幕
以
来
、
第
四
共
和
制
の
体
制
支
持
者
逮
は
二
つ
の
根
本

的
反
体
制
勢
力
の
問
に
は
さ
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
左
に
は
共
産

R

・
F

・
F

党
、
右
に
は
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
の
呼
び
か
け
に
よ
る
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
連
合
」

に
よ
っ
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
抜
け
道
の
な
い
袋
小
路
に
追
い
こ
ま
れ
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
議
会
に
お
け
る
体
制
派
の
多
数
の
構
成

が
不
可
能
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
二
つ
の
反
対
派
が
彼
ら
自
身
で
あ
ら
ゆ
る

可
能
な
政
府
連
合
よ
り
も
多
数
と
な
り
な
が
ら
、
両
反
対
派
の
問
で
は
も
ち

ろ
ん
合
意
が
成
立
し
え
な
い
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め

一
九
五
一
年
の

総
選
挙
の
時
以
降
選
挙
法
の
修
正
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

ア
パ
ヲ
ン
ト

4
y

れ
が
い
わ
ゆ
る
合
同
名
簿
の
シ
ス
テ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
相
異
な
る
政

党
が
名
簿
を
合
同
し
て
作
成
で
き
る
、
そ
し
て
、
そ
の
合
同
名
簿
が
全
体
と

し
て
選
挙
区
に
お
け
る
絶
対
多
数
を
獲
得
す
る
と
き
は
、
そ
の
選
挙
区
の
全

当
選
議
席
が
そ
の
名
簿
に
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
議
席
を
名
簿
内
で
配
分
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
合
同
名
簿
の
可
能
性
は
実
際
上
、
中
道
に
あ
っ

て
体
制
を
受
容
し
て
い
る
諸
政
党
に
の
み
ひ
ら
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
し
た
。
そ
し
て
事
実
、

一
九
五
一
年
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
、
こ
の
シ
ス

テ
ム
は
そ
の
目
的
で
あ
る
議
会
に
お
け
る
多
数
の
確
保
を
達
成
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
普
通
選
挙
の
歪
曲
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ

る
名
簿
に
投
票
し
た
選
挙
民
は
、
そ
れ
と
合
同
し
た
名
簿
の
他
党
の
候
補
者

を
、
彼
ら
は
そ
の
た
め
一
哀
を
役
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

北法30(4・177)859



料

ず
、
当
選
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
す
。

資

こ
の
よ
う
な
便
法
は
政
党
政
治
の
信
用
を
再
建
す
る
た
め
に
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
実
際
上
、
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
五
六
年
の
聞
の
立
法
期
に
お

い
て
、
全
国
的
に
若
干
の
信
望
を
え
て
い
た
二
人
の
政
治
家
(
ア
ン
ト
ワ

1

ヌ
・
ピ
ネ
!
と
ピ
ェ

l
ル
・
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
〉
の
み
が
、
い
か
な
る

大
政
党
に
も
属
せ
ず
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
圧
迫
を
免
か
れ
よ
う
と
試

み
、
と
り
わ
け
彼
ら
自
身
で
白
か
ら
の
大
臣
達
を
選
び
、
政
党
の
総
司
令
部

に
よ
っ
て
大
臣
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
を
許
さ
な
か
っ
た
政
治
家
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
政
党
か
ら
の
独
立
の
試
み
が
あ
ら
わ
れ
る
一
方
、
他
方
で
は
政

党
は
弱
体
化
し
て
ゆ
き
、
加
入
党
員
数
は
減
少
(
共
産
党
は
、

一
九
四
六
年

に
百
万
人
の
党
員
、

一
九
五
八
年
に
は
二
五
万
人
。
社
会
党
は
一
九
四
六
年

に
は
三
五
万
党
員
、

一
九
五
八
年
に
は
八
万
人
)
、

政
党
の
機
関
紙
新
聞
は

消
滅
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

一
九
五
五
年
一
一
月
に
は
、
世
論
-
調
査
で
質
問
さ

れ
た
人
々
の
う
ち
六
六
%
が
議
会
の
仕
事
に
不
満
だ
と
答
え
て
お
り
、
第
四

共
和
制
樹
立
後
一

O
年
も
た
た
な
い
の
に
、
憲
法
改
正
の
諸
草
案
が
若
干
づ

つ
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
に
ま
で
立
ち

入
ら
ず
と
も
、
不
可
避
的
な
改
正
の
方
向
を
み
て
と
る
こ
と
は
容
易
で
す
。

崩
壊
し
た
ば
か
り
の
第
四
共
和
制
に
対
す
る
全
体
的
な
評
価
を
示
す
一
九
五

人
年
八
月
の
最
後
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
質
問
さ
れ
た
人
々
の
九
五
%
が

唱

I
9
ス

内
閣
が
あ
ま
り
に
も
屡
々
変
り
す
ぎ
た
と
考
え
、
七
五
%
が
議
会
の
風
習
は

墜
落
し
て
い
る
と
答
え
、
五
八
%
が
政
府
が
十
分
な
権
力
を
保
持
し
て
い
な

い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

嘗
て
時
々
一
一
百
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
が
第
四
共
和
制

を
殺
し
た
と
い
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
れ
は
瀕
死
の
体
制
の
息
を

ひ
き
と
ら
せ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
逆
説
的
な
こ
と
で
す
が
、
政
治
的
な
進
展
が
全
く
な
か
っ
た
丁

度
そ
の
同
じ
時
期
に
、
他
の
領
域
に
お
い
て
は
そ
の
成
果
は
劇
的
な
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。

一
二
、
人
口
統
計
学
的
変
動

一
八
七

O
年
か
ら
一
九
四

O
年
ま
で
の
問
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
は
、
ア
ル

ザ
ス
・
ロ
レ
i
ヌ
地
方
を
含
め
て
、
四
千
万
人
の
住
民
と
い
う
こ
と
で
変
化

が
あ
り
ま
ぜ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
一
九
四

O
年
の
前
夜
に
は
、
そ
れ
は
さ
ら

に
滅
少
の
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
九
四
五
年
以
来
人
口
は
増

加
を
再
開
し
た
の
で
す
ご
九
五
八
年
に
は
四
千
五
百
万
人
、
現
在
は
五
千

三
百
万
人
)
。

こ
の
変
貌
は
出
生
率
が
再
び
強
度
の
増
加
を
示
し
た
の
に
、
死
亡
率
が
規

則
正
し
く
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
第
一
次
お

よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
の
次
の
よ
う
な
比
較
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う

北法30(4・178)860



に
戦
争
の
終
結
に
よ
る
出
生
の
再
婚
加
と
い
う
古
典
的
命
題
と
は
全
く
異
な

7
y
グ
ロ

1
W

っ
た
広
が
り
を
も
っ
現
象
で
あ
り
ま
す
。

対*

ブラシス公法最近文献覚え書き(1978- 1979) 

]戸坦
]
F
H
I
]戸
也
]
{
印

]
F
申

N
O
i
H
C
N
日

]
F

由
同
町
i
H
m
v
u
o

H
由
ω
]
{
l
H
m
v
u印

]戸由

ω由
l
H申

u
∞

]
戸
坦
品
由

l
]戸市山町
C

H
甲
山
H
1
H
m
w印
印

]{mw印
町

i]{沼
町
。

• ， ，~ .， " ~ ~ 
55器55555EZ

d 
浦:・
4有

2凶
55E 555口広蕊円

.... >-華昔

安幸
、}ノ

" 還期
>-g;; 

トー ト..... ラ;=;; 11市

ミ討結 gssgEU議
A側
、ーノ

こ
の
人
口
統
計
学
的
革
新
が
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
る
も
の
か
を
究
明
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
減
少
の
諸
原
因
を
ま
ず
み
て
み
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
(
そ
の
原
因
は
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
他
の
先
進
的
工
業
諸
国
に
あ

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
は

り
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
大
変
違
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
v
。

一
七
八
九
年
の
革
命
以
前
か
ら
、
小
農
的
所
有
権

と
小
農
的
耕
作
の
国
で
す
。
多
く
の
地
方
諸
地
域
に
お
い
て
農
民
の
主
要
な

関
心
は
土
地
を
分
割
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
そ
の
土
地
で
家
族
を
養
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
続
け
る
こ
と
で
し

た
。
こ
の
配
慮
が
家
族
構
成
に
お
い
て
一
人
な
い
し
二
人
の
子
供
に
と
ど
め

る
よ
う
に
さ
せ
ま
し
た
G

の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
農
民
の
多
く
に
と
っ
て

社
会
的
地
位
の
上
昇
は
一
一
小
規
模
の
商
業
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
行
な
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
自
体
分
割
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
し
、
あ
る
い
は
よ
り
よ

い
地
位
を
え
よ
う
と
す
れ
ば
長
期
間
の
経
費
の
か
か
る
勉
学
を
要
し
ま
す
の

で
、
そ
の
費
用
は
息
子
一
人
に
し
か
つ
い
や
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

す。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
農
村
人
口
が
た
え
ま
な
く
減
少
し
、
血
民

業
的
耕
作
経
営
数
は
久
し
い
以
前
か
ら
す
で
に
減
っ
て
い
ま
し
た
(
一
九
二

九
年
に
三
百
九
六
万
七
千
、
-
九
回
二
年
に
二
百
一
一
一
六
万
四
千
、

年
に
は
二
百
二
八
万
六
千
)
。
土
地
を
分
割
さ
れ
ま
い
と
す
る
恐
怖
は
次
第

に
意
味
を
失
な
っ
て
き
ま
し
た
。
土
地
の
ほ
か
に
は
、
家
民
削
叫
ん
町
民
産
を
保

a

一
九
五
五

存
し
よ
う
と
い
う
心
配
も
、
プ
ラ
ン
が
た
え
ず
価
値
を
降
下
さ
せ
た
た
め
、

同
様
に
意
味
が
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
他
方
、
中
等
教
育
ま
で
が
無
償

と
な
っ
た
の
で
(
初
等
教
育
の
無
償
は
一
八
八

0
年
代
に
達
成
さ
れ
て
い
ま

し
た
て
社
会
的
上
昇
の
た
め
の
財
政
的
問
題
は
ず
っ
と
軽
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
政
府
が
断
乎
と
し
て
採
用
し
た
政
策
、
と
く
に
一

九
三
八
年
の
「
家
族
法
典
」
の
採
択
に
注
目
す
べ
き
で
す
。
と
り
わ
け
引
き

合
い
に
出
す
べ
き
は
、
家
族
手
当
の
一
般
化
、
租
税
に
お
け
る
家
族
控
除
、

社
会
保
障
の
一
般
化
が
あ
り
ま
す
。
家
族
は
し
た
が
っ
て
財
政
的
に
は
よ
り

北法30(4・179)861



料

好
遇
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

マ
y
r
p
M
4
テ

私
は
し
か
し
こ
れ
で
十
分
な
一
説
明
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
精
神
状
態
と
生

資

活
態
度
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
G

戦
前
の
そ
れ
は
一
言
に
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
が
、
マ
ル
サ
ス

封
宥
で
す
。
当
時
屡
身
、
そ
し
て
久
し
い
以
前
か
ら
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ヤ

と
い
っ
た
隣
国
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
聞
か
れ
ま
し
た
「
若
く
て

活
力
み
な
ぎ
る
国
民
が
人
口
を
満
々
と
増
加
し
、
人
口
衰
退
中
の
フ
ラ
ン
ス

民
族
の
広
犬
か
っ
富
裕
に
す
ぎ
た
領
土
内
に
向
っ
て
す
ぐ
に
も
あ
ふ
れ
出
る

で
あ
ろ
う
、
」
と
。

敗
戦
そ
し
て
占
領
は
こ
れ
ら
の
話
題
に
恐
る
べ
き
現
実

味
を
与
え
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
精
神
状
態
に
対
す
る
反
動
が
戦
争

直
後
の
時
期
、
と
く
に
富
裕
階
級
お
よ
び
知
識
人
の
聞
に
顕
著
で
あ
り
ま
し

-1:" 
σ 

四
、
経
済
的
変
貌

経
済
的
変
貌
と
い
う
観
点
か
ら
ほ
次
の
一
句
で
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
そ
れ
ま
で
未
だ
嘗
て
知
ら
な
か
っ
大
り
ズ

ム
に
の
っ
て
経
済
的
に
成
長
す
る
時
代
に
入
る
の
で
す
。
な
お
そ
こ
で
は
、

人
口
統
計
的
発
展
に
つ
い
て
の
よ
う
に
、
戦
争
直
後
の
年
代
に
お
け
る
戦
後

復
興
、
お
よ
び
そ
の
後
の
進
歩
の
時
期
を
区
別
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ェ
う
。

Ma
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回・叩決

1
0
H
M
K
 

H
-
H
M
町

ι・由民

出場

こ
の
最
後
の
数
字
四
・
六
%
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
数
字
、
ド
イ
ツ
に
つ

い
て
七
・
八
克
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
三
・
八
%
、
ィ
ギ

pλ
ニ
・
六
広
と
対

比
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
以
前
三
九
三
八

i
一
九
四
九
年
〉
の
数

字
、
が
、
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
戦
争
と
占
領
の
時
期
の
数
字

(
大
幅
な
経
新
的
後
退
を
特
徴
と
す
る
)

L

L

厳
密
な
意
味
で
の
戦
後
復
興
期

の
そ
れ
と
を
分
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
期
を
よ
り
明
硫
化
す
れ

ば
次
の
よ
う
で
す
。H糠

除
同
行
，
、
u
r
J
パ

(Hg回
輸
品
町

5
0
~
H
，
叫
が
)

ゆ帯廿

B誌
醐
沖

H
効
、
て
井
川

1

醐
岬
剛
同
曜
聞
社
議
過
均
年
与

由

品

寸

∞

]
F
H
N

叩
印

]

F

N

N

H

O

∞
 

H
A
P品

H
C印

糊
臥E

守
山
[
釦
H
H
也

A
q

γ向
mw円
史
whF叶

デ
向
曲
日
同
市
}
品
∞

Y
向
h
H
H

】
「
国
九
戸
市
町

m-o 

H
O
白

山

F
]
「、叫
]GH 

H
O
H
 

H
H戸5E 
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こ
れ
ら
の
相
異
な
る
数
字
を
分
析
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
に
つ
い

て
諮
れ
ば
非
常
に
長
く
な
る
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
こ
は
そ
れ
を

コ
ン
ト
ヲ
ス
ト

や
る
植
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
戦
前
と
の
対
称
性
が
最
も
全
面
的
で

あ
る
の
は
工
業
に
お
い
て
で
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
は
一

九
三
九
年
以
前
に
す
で
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
企
業
、
例
え
ば
自
動
車
工
業
を

も
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
農
業
に
お
い
て
は
、
変
貌
は
全
体
的
な
も
の
で
す
。
そ
こ

フラ γス公法最近文献覚え書き(1978ー 1979)

で
は
、
職
人
的
段
階
か
ら
工
業
的
段
階
へ
全
面
的
に
移
行
し
ま
し
た
。
農
業

は
入
手
労
働
カ
は
は
る
か
に
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
生
産
効
率
の
増
加
に
よ

り
は
る
か
に
多
く
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何
年
間
の
閑
に
突
如

と
し
て
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や
機
械
化
、
そ
し
て
化
学
肥
料
の
時
代
に
移
行
し
ま

し
た
。
麦
の
年
平
均
生
産
量
は
、
一
九
三
五
|
一
ニ
八
年
に
は
七
千
九
百
万
カ

ン
タ
ル
〔
一
カ
ン
タ
ル
五

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
)
か
ら
一
九
五
二

l
五
五
年
に
は

九
千
六
百
万
、
砂
糖
大
根
の
生
産
量
は
八
千
三
百
万
か
ら
一
億
一
千
百
万
に

増
え
ま
し
た
。

牛
肉
お
よ
び
豚
肉
の
生
産
量
は
、
一
九
三
八
年
と
一
九
六
六
年
の
間
に
二

倍
以
上
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
基
本
的
に
は
効
率
の
強
化
お

よ
び
増
大
に
よ
る
も
の
で
す
。

対*
串

滋
凶
加

(
J
K可
、
ー
や
お
δ
u
q
て
U
N

モ)

~

N

U

A

U

F

代
含
r
J

以
内
い
戸
、

r
L円

H
糠

思

想
議
汁
煎

戸世

4
8
 

H頃
ω
C
l
H
U
ω

∞

4FH0.ω 

日
酌
叫
・

ω

トA

c!' 
-w 

]
F

印・
h
p

同
市

δ

]Fmu
酌
]
F
l
H
甲
町
∞

ω
N
-
u
 

]
F

吋∞・∞

g 

区
(t 

こ
の
よ
う
な
効
率
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
か
つ
て
は
販
売
価
格
に

位
し
か
思
い
及
ば
な
か
っ
た
農
民
に
と
っ
て
は
全
く
新
し
い
こ
と
で
す
。
そ

一
九
一
一
一
九
年
ま
で
は
強
度
に
保
護
さ
れ

た
国
内
需
要
を
や
っ
と
満
た
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
大
幅
に
輸
出
向
け

し
て
一
挙
に
、
フ
ラ
ン
ス
農
業
は

と
な
り
ま
し
た
。

如
何
に
し
て
こ
の
よ
う
な
経
済
的
発
展
が
行
な
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
し
て
そ
の
深
い
原
因
は
何
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
?

私
達
は
こ
こ
で
、

非
常
に
大
き
く
か
っ
未
だ
に
充
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
ぶ
つ
か
り
ま

す
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
人
口
的
発
展
の
説
明
に
つ
い
て
の
よ
う

ス
Y
F
・パ

'LF
・
ド
・
ミ
ス
a
f
I
b
p

に
、
精
神
状
態
の
深
い
変
化
と
の
関
連
で
神
秘
と
い
う
べ
き
部
分
が
存
続
し

て
い
ま
す
。

恐
ら
く
最
も
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
制
度
的
枠
組
み
と
経
済
の
構
造

で
あ
り
ま
す
。
占
領
期
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
配
給

制
と
第
一
次
物
資
の
権
威
主
義
的
分
配
と
い
う
基
本
的
な
特
徴
を
も
っ
極
め
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料

6
5

ィ
，
M
V

ス
ム

て
厳
し
い
指
導
経
済
に
服
し
ま
し
た
。
こ
の
デ
ィ
リ
ジ
ス
ム
は
国
家
に
よ
り

遂
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま
た
同
時
に
組
合
的
諸
組
織
、
す
な
わ
ち
職
能
人
達

資

に
よ
り
構
成
さ
れ
た
諸
々
の
組
織
委
員
会
に
依
拠
し
て
い
ま
し
た
。

「
抵
抗
運
動
」
の
経
済
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
れ
は
一
九
三
六
年
の
人
民

戦
線
か
ら
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
家
の
活
動
に
同
じ
く
大
き
な

位
置
を
与
え
て
い
ま
す
。
抵
抗
運
動
全
国
協
議
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
合
意

を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
一
九
四
五
四
六
年
に
お
い
て
一
連
の
国
有
化
が
実

現
し
た
の
で
す
。
石
泊
、
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
大
信
託
銀
行
、
大
保
険
会

社
、
ガ
ス
、
電
気
。
こ
れ
ら
の
一
定
の
経
済
的
思
想
か
ら
帰
結
さ
れ
た
国
有

化
の
ほ
か
に
そ
の
時
の
状
況
に
よ
り
国
有
化
さ
れ
た
、
自
動
車
製
造
企
業
ル

ノ

l
の
国
有
化
の
よ
う
な
も
の
が
加
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
同
様
に
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

一
九
四
五
年
に
フ
ラ

ン
ス
が
お
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
極
端
な
困
窮
状
況
で
あ
り
ま
す
。
多
く
の

年
月
以
来
フ
ラ
ン
ス
人
達
は
、
あ
る
い
は
そ
の
大
多
数
は
、
飢
え
て
も
食
べ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
当
に
着
る
こ
と
も
靴
を
は
く
こ
と
も
で
き
ず
、
冬
の

聞
も
暖
を
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
領
土
が
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
主
要

な
橋
梁
は
爆
破
せ
ら
れ
、
大
き
な
駅
は
廃
櫨
と
な
り
、
汽
車
の
運
行
は
極
め

て
困
難
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
さ
し
迫
っ
た
必
要
が
山
積
し
て
い

た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
は
総
て
の
人
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
の
し
か
か
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
相
当
に
安
易
な
生
活
に

慣
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
達
に
と
っ
て
心
理
的
な
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

そ
の
効
果
は
甚
大
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

新
し
い
思
想
の
う
ち
一
つ
の
も
の
が
否
み
え
ぬ
も
の
に
恩
わ
れ
ま
し
た

デ
ヲ
ン

-v
・

「
近
代
化

が
、
そ
れ
は
経
済
計
画
と
い
う
思
想
で
し
た
。

毛
ヂ
b
p
z
d
7
u
y
占

z

y

・エ
-
d
ア
キ
ツ
グ
マ
y

お
よ
び
整
備
-
計
画
」
が
採
択
さ
れ
、
五
年
毎
に
、
今
日
に
歪
る
ま
で
次
々
と

Z
ミ
ア
サ
リ
ア
・
ォ

t
・
プ
ヲ
ン

引
き
継
が
れ
「
計
画
委
員
会
」
と
い
う
特
別
な
機
関
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
こ

一
九
四
六
年
に

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
計
画
の
創
設
者
で
あ
り
推
進
者
で
あ

っ
た
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
は
、
私
企
業
部
門
の
出
身
で
、
本
質
的
に
経
験
主
義
的

で
し
た
。
彼
の
計
画
委
員
会
は
彼
か
ら
極
め
て
独
創
的
な
特
徴
を
引
き
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
と
く
に
そ
れ
は
行
政
的
機
構
と
し
て
極
め
て
簡
素

で
し
た
。
彼
の
執
務
場
所
は
パ
リ
の
旧
い
地
区
に
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ニ
ヤ
ツ
ク

通
り
に
あ
り
ま
し
た
が
、
普
通
の
ア
パ
ー
ト
の
規
模
を
こ
え
る
も
の
で
は
あ

コ
ン
セ
b
p
a
p
u
y
オ
ン

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
彼
は
基
本
的
に
協
調
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

諸
々
の
専
門
化
さ
れ
た
委
員
会
に
相
異
な
る
省
の
官
僚
達
、
使
用
者
諸
組
織

の
代
表
者
達
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
当
初
は
、
労
働
諸
組
合
の
代
表
者
達
を

集
め
て
、
協
調
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
し
ま
し
た
。

モ
ネ
計
画
の
最
初
の
成
功
は
、
生
産
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
も
た
ら
し
か
ね
な

か
っ
た
一
九
四
六
年
の
解
体
と
窮
乏
の
状
態
に
あ
っ
て
、
ま
ず
再
建
す
べ
き
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基
本
的
諸
活
動
に
つ
い
て
優
先
順
位
を
尊
重
さ
せ
た
こ
と
で
し
た
。
電
気
、

石
炭
、
鉄
鉱
、
セ
メ
ン
ト
、
運
輸
、

農
業
生
産
手
段
、
と
い
っ
た
具
合
で

す
。
さ
き
程
引
用
し
た
数
字
は
、
消
費
財
工
業
よ
り
も
生
産
財
工
業
の
よ
り

急
速
な
復
興
を
示
し
て
い
ま
す
。
不
満
を
満
す
よ
う
な
需
要
に
重
点
を
置
い

て
い
た
ら
復
興
は
よ
り
非
理
性
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
し

子
A
F

〉
勺
ノ
。

し
か
し
計
画
の
実
行
の
諸
手
段
は
当
初
重
要
な
も
の
で
し
た
が
窮
乏
状
態

が
緩
和
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
弱
ま
っ
て
ゆ
き
、
諸
々
の
統
制
、
生
産
の
権

ブラシス公法最近文献覚え書き (1978- 1979) 

威
的
な
配
分
、
そ
し
て
配
給
制
が
な
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
人
達
は
禁
欲
を
強
い
ら
れ
る
よ
り
白
か
ら
厳
し
い
仕
事
を
す

る
方
が
耐
え
や
す
い
と
す
る
国
民
で
す
が
、
諸
々
の
強
制
が
占
領
時
代
を
想

起
さ
せ
る
も
の
と
し
て

l
lた
と
い
強
制
手
段
が
必
要
か
つ
合
理
的
で
あ
る

場
合
で
も

l
l極
め
て
耐
え
難
い
も
の
で
し
た
か
ら
、
な
お
更
そ
う
で
し

た
。
例
え
ば
、
パ
ン
の
配
給
制
が
あ
ま
り
に
も
早
期
に
廃
止
さ
れ
す
ぎ
た
た

め
、
そ
の
あ
と
で
ま
た
復
活
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
他
の
例
と
し
て
、

国
有
化
さ
れ
た
ル
ノ

l
工
場
の
社
長
は
、
当
初
は
最
優
先
的
に
ト
ラ
ッ
ク
の

生
産
を
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
た
ち
ま
ち
そ
の
代
り
に
小
さ
な
マ
イ

-
カ

1
・
ヵ
ト
ル
・
シ
ュ
ヴ
ォ
l
の
製
造
に
没
頭
し
、
大
成
功
を
収
め
ま
し

た
0

フ
ラ
ン
ス
人
達
は
嘗
て
は
出
無
精
で
あ
り
五
年
間
の
被
占
領
中
移
動
を

許
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
反
動
と
し
て
、
爾
来
は
げ
し
い
旅
行
欲
に
と
り
つ

か
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
計
画
の
最
も
永
一
続
的
な
効
果
は
、
経
済
官
僚
や
と
り
わ

マ
ν
F，
テ
・
プ
ロ
ス
ペ
タ
チ
1
グ

け
企
業
主
達
の
精
神
的
状
態
に
働
ら
き
か
け
て
、
将
来
予
見
的
発
想
に
慣
れ

さ
せ
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
「
近
代
化
委
員
会
」
を
派
遣
す
る
こ
と

に
よ
り
世
界
に
向
っ
て
視
野
を
開
く
よ
う
に
し
た
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、
狭
義
で
の
復
興
一
期
が
過
ぎ
る
と
、
経
済
的
発
展
は
指
導
主
義
的
方
法

に
よ
る
よ
り
も
む
し
ろ
自
由
主
義
的
方
法
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
自
由
に
向
け
て
の
自
発
的
な
渇
望
は
ま
た
、
戦
前
の
「
経
済

的
マ
ル
サ
ス
主
義
」
に
打
ち
克
つ
こ
と
に
関
心
を
そ
そ
い
で
い
た
経
済
的
エ

ク
ス
パ
ー
ト
達
に
理
論
的
な
意
欲
を
起
さ
せ
も
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
考

え
方
は
と
り
わ
け
、
一
九
五
三
年
度
の
「
国
民
会
計
委
員
会
」
の
報
告
書
に

そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
構
造
的
に
厳

あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

格
過
ぎ
る
こ
と
」
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
、
効
果
的
な
競
争
が
不
在
で
あ
る

u
J
e
F

・v-グ
チ
ユ
ア
シ
オ
y

た
め
「
状
況
収
益
」
の
累
積
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
一
般
的
生
産
性
が
殆

ん
ど
上
ら
な
く
な
る
こ
と
を
終
ら
せ
る
こ
と
で
し
た
。
保
護
主
義
も
同
様
に

ダ
イ
ナ
ミ
ス
ム

断
罪
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
従
来
欠
け
て
い
た
活
力
を
フ
ラ
ン
ス
経
済
に

与
え
る
た
め
、
私
的
な
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
鼓
舞
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
こ
ろ
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料

の
断
乎
た
る
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
一
定
の
要
素
が
、
復
興
の
た
め
基
本
的
に
必
要
な
需
要
を
満

資

た
し
た
後
に
も
、
成
長
を
押
し
進
め
ま
た
は
そ
れ
を
促
進
し
続
け
、
そ
の
時

々
に
臨
時
的
あ
る
い
は
人
為
的
な
需
要
に
こ
た
え
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
挙
ぐ
べ
き
は
人
口
的
発
展
で
あ
り
、
そ
れ
は
需
要
の
増
大
に
し
か
関

係
し
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口

の
年
齢
熔
成
か
ら
い
っ
て
、
活
動
的
人
口
は
当
該
時
期
の
問
中
約
一
千
九
百

五

O
万
人
で
一
定
し
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
生
産
性
の
向
上
の
み
が
、

同
じ
数
の
勤
労
者
で
も
っ
て
、
増
加
し
た
人
口
の
需
要
に
こ
た
え
る
こ
と
を

可
能
な
ら
し
め
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
極
め
て
大
幅
な
外
国
か
ら
の
援
助
に
よ
っ

て
も
益
を
受
け
ま
し
た
。

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス

は
一
五

O
億
フ
ラ
ン
以
上
に
累
積
さ
れ
た
対
外
赤
字
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
額
の
う
ち
、
四
八
億
七
千
万
フ
ラ
ン
は
負
債
で
ま

か
な
わ
れ
、
七
六
億
九
千
五
百
万
フ
ラ
ン
は
援
助
に
よ
り
、
そ
し
て
二
六
億

プ
ラ
ン
は
在
外
資
産
の
利
用
に
よ
り
カ
ヴ
ア
ー
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
援
助

は
、
基
本
的
に
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
よ
る
も
の
で
し
た
が
、
フ
ラ
ン

ス
に
借
金
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
収
益
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
マ

I
シ
ャ

マ
テ
イ
エ
1
w
-
T
h
w
ミ
エ
1
b
p

ル
-
プ
ラ
ン
は
ま
た
、
基
本
的
に
は
第
一
次
資
財
の
取
得
を
可
能
な
ら
し

め
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
二
重
に
役
立
ち
ま
し
た
。
一
方
で
は
、
そ
れ
は
支

払
の
バ
ラ
ン
ス
上
の
赤
字
を
埋
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
国

家
は
そ
の
よ
う
に
し
て
取
得
し
た
生
産
物
を
私
的
輸
入
業
者
に
再
販
売
し
、

ア
オ
y

・ド・
2
y
ト
ル
ペ
bw
，
イ

そ
の
対
価
の
プ
ラ
ン
で
「
相
手
方
資
金
」
を
く
み
た
で
か
つ
予
算
上
の
赤
字

を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。

さ
い
ご
に
、
こ
の
よ
う
な
成
長
は
、
と
り
わ
け
戦
後
の
何
年
か
の
閥
に
、

大
き
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
需
要
が
累

積
し
て
お
り
生
産
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

]
戸
市

W
人
旧
日

仏∞決

湖
町
芯
首
」
い
湘
周
)
鎌
糊
仲

]戸喧
λ

同

町

]

{

坦

仏

叶

思

決

色

、

民

azs 
決~

次
の
時
期
に
は
、
率
は
二

O
%以
下
に
下
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
価
格
の

安
定
化
の
試
み
も
、
氷
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
は
そ
の
価

値
を
大
い
に
低
下
さ
せ
た
の
で
す
。

叫

別

品

で

ヤ

九

)

刈

W
H
、¥世府四宮

S
S
令
申
泊

8
.
g

忌

主

同

甘

口

通

色

町

U

5
品

印

有

尽

泊

戸

申

・

5

5ι
∞
令
H

泊

N
E
.
3

5ι
∞
令
H
C
泊

N
B

H
申
お
有
田
辺

ω印。
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と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
外
見
的
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
産
性
の
発

展
の
実
質
は
フ
ラ
ン
ス
を
し
て
少
し
づ
っ
国
際
的
競
争
に
耐
え
う
る
状
態
に

至
ら
せ
ま
し
た
。
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
氏
自
身
守
か
か
っ
て
言
っ
た
こ
と
に
、

マ酌
w
u
v
z

・
コ
マ
uJ

フ
ラ
ン
ス
は
共
同
市
場
を
効
果
的
に
運
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
し
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
出
来
事
は
彼
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
し

た
。
輸
出
に
よ
る
輸
入
の
埋
め
合
せ
の
率
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
一
二
分
の

こ
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

一
九
五
五
年
以
降
九
三
%
に
上

昇

一
九
五
九
年
と
一
九
六
二
年
の
時
期
に
は
一

O
O
W
Aと
な
り
ま
し
た
。

プラ γス公法最近文献覚え書き (1978- 1979) 

共
同
市
場
が
実
際
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
爾
来
活
力
の
あ

る
健
全
な
も
の
と
な
っ
た
経
済
に
と
っ
て
な
お
強
力
な
刺
戟
で
あ
り
、
そ
れ

は
少
な
く
と
も
一
九
七
三
年
以
来
工
業
化
さ
れ
た
世
界
全
体
に
打
撃
を
与
え

た
危
機
ま
で
続
き
ま
し
た
。

(
以
上
)
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